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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和３年度 第３回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和３年９月２７日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後４時０４分 

開 催 場 所 Ｌ．ソフィア ３階 第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 片野 和惠 副委員長 徳永 裕文 委員 

石川 秋恵 委員 内藤  忍 委員 平井 有希子 委員 

小川 節子 委員 山下 友美 委員 田中 孝子 委員 

亀田 彩子 委員 佐藤 英二 委員 田口 麻美 委員 

【ヒアリング担当】 

大賀 一樹 臨床心理士／公認心理師、NPO法人 共生社会をつくる 

セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク 共同代表理事 

橋本 忠幸 人事課長 岩松 朋子 財政課長 

阿久津 健一 統括指導主事 中村 健太郎 指導主事 

【事務局】 

松本 令子 多様性社会推進課長 明石 光人 男女共同参画推進係長 

三堀 修  事業調整担当係長 梶原 男女共同参画推進係員 

吉川 男女共同参画推進係員  

【傍聴者】１名 

会 議 次 第 １ 前回（７／２９開催）委員会のふりかえり 

２ 庁内事業進捗状況等に関する担当所管課ヒアリング 

  （１）ＬＧＢＴの方々への理解促進 

様式第１号（第３条関係） 
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  （２）男女格差の是正に向けての取組み 

３ 事務連絡 

  （１）次回開催 １０月２５日（月曜日）午後１時半～３時半  

     第３・４学習室 

  （２）その他 

資 料 

 
・資料１：令和３年度第２回男女共同参画推進委員会（７／２９）の要 

     点 

・資料２：足立区女性管理職アンケート集計資料 

・資料３：足立区女性職員（管理職除く）アンケート集計資料 

・その他１：令和３年度第２回男女共同参画推進委員会（７／２９）会 

      議録 

・その他２：男女参画プラザ講座チラシ 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 前回（７／29開催）委員会のふりかえ 

  り 

（松本課長） 

 それでは、定刻になりましたので、令和

３年度第３回足立区男女共同参画推進委員

会を開催させていただきます。 

 私は多様性社会推進課長の松本です。よ

ろしくお願いいたします。 

 早速ですけれども、本委員会は、足立区

男女共同参画推進委員会規則の第４条に基

づきまして、委員の半数以上の出席がなけ

れば会議を開くことができないということ

になっております。 

 本日は、委員総数13名に対しまして、後

から２名遅れてまいりますけれども、出席

12名となりますので、本委員会は有効に成

立しております。 

 また、同規則第５条によりまして、当委

員会は公開することとなっております。 

 本日の傍聴人は１名です。 

 あわせて、同規則第７条によりまして、

会議録の作成が必要ですので、会議の内容

を録音させていただいております。あらか

じめご了承いただきますようお願いいたし

ます。 

 委員の皆様のご発言については、後ほど

ご発言内容をご確認いただきまして、ホー

ムページ等で公開いたします。 

 それでは、次第に沿いまして進めさせて

いただきます。 

 まず、本日の議題１、前回委員会のふり

かえりです。 

 第２回男女参画推進委員会は７月29日木

曜日に行い、提言としてまとめるテーマを

２つに絞り込みました。 

 まず、ＬＧＢＴをテーマの一つとして取

り上げまして、今回の当事者の方へのヒア

リングを通じて、委員会として考えて、理

解を深めた上で、区に対して提言を行うこ

とになりました。 

 次に、２つ目のテーマを絞り込むため、

国と区の女性の管理職の状況ですとか、男

女の育児休業等の取得率などのデータを見

ながら、委員の皆様で意見交換をしていた

だきました。 

 そこで足立区の女性の昇任の課題ですと

か、育児休業の男女差などを人事課長や女

性管理職から、また、教育現場での男女平

等や多様性の推進について、どのような取

組や教育をされているのかについて、教育

指導課から伺うこととしました。 

 ヒアリング後、次回の委員会より区が取

り組むべきことなどを、委員会として委員

の皆様にまとめていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 では、次第の２からは、石阪委員長に進

行をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 

２ 庁内事業進捗状況等に関する担当所管 

  課ヒアリング 

  （１）ＬＧＢＴの方々への理解促進 

（石阪委員長） 

 石阪です。よろしくお願いします。 

 前回のご議論の中で２つのテーマに絞り

込んで、本日はヒアリングを行うというこ

とが決定いたしました。 

 本日ですが、時間を２つに分けまして、

前半は、次第でいうと２の（１）になりま

すが、ＬＧＢＴの方々への理解促進という

ことで、本日はＬＧＢＴ当事者の方をお招

きして、こちらのほうであらかじめ用意さ

せていただいたご質問についてお答えいた

だく、並びに質疑応答があれば、こちらの

ほうで伺って、ＬＧＢＴ並びにＬＧＢＴ施

様式第２号（第３条関係） 
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策についての理解を深める、そして、それ

を区への提言という形でまとめていきます。

そのための勉強であり、ヒアリングの場で

あるということにさせていただきたいと思

いますので、ご協力のほど、まずよろしく

お願いいたします。 

 そして、前半それが終わって、休憩を挟

んで、後半は、ここでいうと（２）になり

ます。男女格差の是正についての取組みと

して、本日は人事課長、財政課長、そして

教育指導課長、この３名の方にお越しをい

ただきました。先ほど課長からもお話があ

りましたけれども、例えば男女格差が非常

に著しいもの、これは数字として出ていま

す。 

 前回も話題として取り上げられた、女性

の管理職、これは足立区の場合は23区中下

から２番目です。10％をちょっと超える程

度ということで、なかなかその辺の数字が

上がっていかない、その背景はどんなとこ

ろにあるのかとか、また、女性管理職の方

にもお越しいただきましたので、どのよう

なご苦労や問題があるのか、お話しいただ

きたいと思います。 

 さらに、もう一つ、教育指導課長にもお

越しいただきましたので、特に教育現場で

の男女共同参画に関する様々な教育的な指

導であったりとか、場合によっては先生方

に対する様々な研修、これはどんなことを

されているのかということをお話しいただ

きながら、教育現場における男女共同参画

を考えてみたいと思います。 

 ですので、２部構成ということで進んで

いきますので、ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 それでは、次第でいうと２の（１）にな

りますが、ＬＧＢＴの方々への理解促進に

なります。 

 １つ付け加えておくと、机上に今、配付

させていただいたヒアリング項目案、第３

回足立区男女共同参画推進委員会ヒアリン

グ項目案というのがございます。そしてＬ

ＧＢＴの方々への理解促進についてとあり

ますが、事前にこちらのほうで７項目上げ

てお答えいただくということでご提案をし

ていたんですが、今日改めて精査して、６

項目についてご回答いただくような形にし

ていきたいと思います。 

 ですので、まず、この質問内容に沿って

お話しいただくような形で進めていきたい

と思います。 

 あとはちょっと準備を待ちましょうか。 

 よろしいですか。 

 距離の関係で、見づらい方もいらっしゃ

るかもしれませんが、恐らく口頭で補って

いただけると思いますので。 

 じゃ、申し訳ありませんが、自己紹介を

含めて、まずはお願いできますでしょうか。 

（大賀相談員） 

 そうですね。 

 すみません、こんな場所から申し訳ない

です。 

 初めまして、大賀一樹と申します。ちょ

っとマイクがないので、声が小さかったら

すみません。 

 今日は足立区の明石様に呼ばれて、こち

らに来ました。というのは、私自身がＬＧ

ＢＴ当事者であるというのは事実なんです

けれども、それ以外に足立区のほうで、去

年の12月から始まりました足立区のあだち

ＬＧＢＴ相談の相談員をさせていただいて

いるというところがあり、そういったご縁

もあってということになります。こちらの

施策や条例に関して話し合っていただくと

いうところにお伺いしましたので、ぜひと

いうことで参加させていただきました。 
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 本業は臨床心理士と公認心理師で、メン

タルヘルスの分野で相談を受けています。

いろんなことをしているんですけれども、

大学機関と公立学校でカウンセリングをし

ています。よろしくお願いします。 

 今日皆さんに何をお伝えすればいいかな

と思っておりまして、質問を見させていた

だいたんですけれども、私個人でお話しす

ることも、当事者としてたくさんの経験が

あるので、できたんですけれども、質問内

容がかなりマクロなレベルというか、全体

的な質問や、一般的な質問や、大きな質問

が多かったので、抽象化して話したほうが

いいかなと思って、統計的なところをお話

ししたいなと思っています。 

（石阪委員長） 

 こちらの進め方としては、もうお任せし

ちゃってよろしいですか、そうすると。 

（大賀相談員） 

 質問していただければ、それについて 

（石阪委員長） 

 それとも、質問してご回答いただくとい

う形でもよろしいですか。 

（大賀相談員） 

 はい。 

 それでは、１つ目の質問からお願いしま

す。 

（石阪委員長） 

 １つ目の質問ですけれども、一般的に性

的指向や性自認について違和感を感じるの

は、大体何歳ぐらいからであるのか、こう

いう問いなんですが。 

（大賀相談員） 

 一般的に性的指向や性自認について違和

感を感じるのは何歳かというところなんで

すが、これはまず大前提として、ほかのい

ろんな特性や発達的なものと全く一緒なん

ですけれども、個人差によるということが

一番まず知っていただきたいことで、人に

よってかなりそこにばらつきがあるという

ことを理解していただいた上で、統計を見

ていきたいんですけれども、身長とか体重

とか第二次性徴とかが、皆さんご存じのと

おり、個人差があるのと全く一緒なんです

が、性的指向や性自認も調査した結果が、

2013年に自殺対策の文脈で「いのちリスペ

クト。ホワイトリボン・キャンペーン」と

いう団体が609人の小中学生、高校生に対し

てアンケート調査を行った結果なんですけ

れども、いわゆる自分がＬＧＢＴであるか

もしれないと気がついた年齢の最頻値は、

性別違和のある男子、３ページのこの上の

表です。 

 性別違和のある男子が小学校入学前に

25％ということで最頻値が出ていて、異性

愛ではない男子、いわゆる同性愛、両性愛

の男子は、中学校１年生が25％、性別違和

のある女子、つまり自分のことを女子だと

思っていない方は、中学校１年生が最頻値

で18％、異性愛ではないと思っている女子

は、中学校２年生が最頻値で18％と出てい

て、大体小学校から中学校ぐらいで、自分

自身の性的指向や性自認に気がつくという

ことが結果から見えます。 

 最頻期間を調べたところ、大体小学校入

学前から高校１年生にかけてということな

ので、要は義務教育期間から高校にかけて、

大体皆さん、最頻値として現れるというこ

とがあります。もちろん大学生からとか、

30代になってからとか、もっと前、３歳ぐ

らいになってからとか、そういったことも

ありますので、これはあくまで傾向ですけ

れども、大体義務教育期間から既にこのこ

とについて本人たちは学びたいと思ってい

るし、知りたいと思っていることは間違い

ないと言えます。 
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（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 これを見ると、さっき男性の性自認に対

しての違和感があるのが、小学校入学前が

最頻、これだけがちょっと突出して早いよ

うな気がするんですけれども。 

（大賀相談員） 

 そうですね。ホワイトリボン・キャンペ

ーンさんの考察によると、やっぱり男児と

して生まれて、自分が女児だと認識してい

る場合は、女々しいというふうにいじめら

れたりとか、女性的だというふうなことで、

おかまだと罵られたりすることで、自分自

身のアイデンティティーが傷ついて、より

早く自分自身が何者なのかについて考えな

きゃいけないライフイベントが巻き起こる

ので、最頻値がここになっていると推測さ

れています。 

 要は小さいときになればなるほど、やっ

ぱり男らしさみたいなものが強固にまだあ

るのではないかということが言われていま

した。 

（石阪委員長） 

 ここだけがある意味で小学校入学前です

から、相当早く、普通より６年、７年早い

ということですね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。2013年のデータなので、ま

たあれを取ったほうがいいかとは思うんで

すけれども、こういったところがあって、

まだまだその支援が行き届いていないなと

いうのが印象で、私自身も幼稚園生の子を

支援していたんですけれども、やっぱりお

母様とかがすごくやっぱり、その子自身を

どんなに愛していても、周りの近所の方か

らの支援が受けられなくてつらいというよ

うなお話がありましたので、要は親が受け

入れたとしても、周りの人が受け入れなけ

れば、なかなか孤立感が深いだろうという

ことは言えます。 

（石阪委員長） 

 あと、１点。例えばこれは支援を開始す

る年齢ということになると、これはもう中

学校からでは遅いということですね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。今まで結構教育現場とか学

校現場では、早い年齢で性教育を教えるの

は早過ぎるんじゃないかというふうな言説

があったんですけれども、この結果を見る

に、もう現実的には早い時期から教育的な

観点、このことについて考えることが、公

の場で考えることができる、安全な場で考

えることができるというのがとても大事な

第一歩だと思うので、できればそういった

ことを、施策反映の中とかでも考えていっ

ていただきたいと思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 皆さん、いかがでしょうか。何かよろし

いでしょうか、この点について。 

（佐藤委員） 

 １つよろしいですか。 

 私、今、去年の岡山大学の資料を持って

いるんですけれども、やっぱり今言われた

ように、性別に違和感を抱いている時期と

いうアンケートがありまして、1,200人のア

ンケートで、小学校に入る前が56.6％とい

うことがやっぱり出ていて、今年、ＮＨＫ

でもニュースで報道されたので、最近のデ

ータかなと思いました。 

（大賀相談員） 

 そうですね。恐らくジェンダークリニッ

クが岡山大学はあるので、非常に早い段階

で調査をされた件だと思うんですけれども。 

（石阪委員長） 

 ひょっとすると、早くなっている可能性
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もありますね、そうすると。年を追うごと

に。 

（大賀相談員） 

 そうですね。私、メンタルヘルスの部門

なので、発達障害とかのことと比較すると、

やっぱり認知が進むということは、自分の

無意識なものが顕在化していくということ

なので、ある意味増えたという認識ではな

くて、自覚したというような認識だと思い

ます。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、続いての質問、よろしいでし

ょうか。 

 ２つ目の質問になります。主にカミング

アウトや相談をする相手は、どのような関

係性の人でしょうか。親あるいは友人、教

師、様々あると思うんですが。 

（大賀相談員） 

 そうですね、これは本当にたくさんの調

査の中で質問項目として設定されていて、

やっぱりそこに関心があるのだろうなと思

うんですけれども、まず、個人的に私が当

事者としてカミングアウトするのは、まず

１つは信頼している人だと思います。信頼

している人ではないと、なかなかカミング

アウトできないので、そこが１つ。 

 それから、自分の経験にやっぱり共感し

てくれる人、それは今言った信頼してくれ

る人とも結びつくんですけれども、マジョ

リティー、マイノリティー関係なく、自分

の経験に対してやっぱり共感的に聞こうと

してくれる態度の方じゃないと、なかなか

難しいと思います。 

 その方が仮にＬＧＢＴＱの当事者の方で

あっても、私がＬＧＢＴの中の何かとか、

細かいところを伝えるかどうかというカミ

ングアウトレベルになると、信頼していな

いと、相手がマイノリティーであっても伝

えないです、私は。 

 それは私の個人的な感想ですが、統計的

には、例えば今見た2013年のですと、カミ

ングアウトした相手は、これは若い方です

が、同級生とか友人とかというのが大半で、

やっぱり教師とかになると３割を切ってい

くし、親ですと、母親に言っている人が圧

倒的に多いですね。支援者、医師、カウン

セラーに話している人もすごく少ないかな

という印象です。 

 性別違和のある男子、いわゆるトランス

の方たちは、割と支援がないとうまくいか

ないときも多いので、率が友人以外も高く

なってはいるんですけれども、こういった

感じですね。 

 あとは、ＮＨＫの調査ですと、ＮＨＫが

2015年に2,600票のやつをやっているんです

が、カミングアウトした相手は、友人がや

はり多いです。その後に家族、職場、学校、

医療援助職関係者、親戚ときています。 

 なので、大体ほかの統計も一緒ぐらいな

んですけれども、友人という身近な人から

になって、その後に少し信頼関係のある、

関係性がある人、いわゆる家族だったり職

場だったりとつながっていくようなイメー

ジで、その後に初めて支援者に言っている

のかなという感じがしますね。 

 これは統計結果にすぎないので、全員が

全員そうだとは思わないんですけれども、

あと、企業の虹色ダイバーシティというと

ころが調査したアンケートもあるんですが、

これが2020年です。 

 職場以外だと配偶者やパートナー、母親、

父親、兄弟などが結構多いですね。結構こ

の2020年の調査だと、誰にも知られていな

いという人がとても少なくはなっています

ね。誰かしらには言っていますし、やはり
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パーセンテージを見ると友人、性的マイノ

リティーと当事者の友人、以外の友人とい

うのが圧倒的に多いかなと思うので、やっ

ぱり友人ですね。 

（石阪委員長） 

 これは１点目、例えばカミングアウトさ

れた場合、実際友人であったりとか親であ

ったり、これはどういうふうに心構えとし

て持っていたらいいのかとか、どのような

アドバイスをしたらいいのかというところ

がなかなか分かりづらいと思うんですが、

実際に例えばこういうのはＮＧだとか、や

っぱりこういうふうにしてあげたほうがい

いんじゃないかということがもしあれば、

お願いできますでしょうか。 

（大賀相談員） 

 個人的には、否定されなければオーケー

だと思っているんですが、何を否定だと取

るかはその人によるし、その人が誰に話し

ているのかにもよるので、すごく難しいこ

となんですけれども。 

（石阪委員長） 

 例えば、よくあるケースでは、何か大学

生で一回自殺されたケースがありましたよ

ね。アウティングされてしまった。 

（大賀相談員） 

 そうですね。アウティングに関しては、

人権侵害になってしまう。 

（石阪委員長） 

 そうですね。あなただけにという秘密で

あるとすると、それはなかなか規制するよ

うなことがないんじゃないかな。それは例

えば、実際にはかなり重たい罪だと思うん

ですけれども、そういうことを世間に公表

する、あるいは人に言ってしまうというの

は。 

（大賀相談員） 

 カミングアウトに関しては、カミングア

ウトした者について、本人の了承なしにほ

かの方にばらしたりとか、うわさを流した

りとかすること自体は、本当にアウティン

グという人権侵害になってしまいますし、

今おっしゃっていただいたように、2015年

に一橋大学で学生が自殺しているというこ

とで、今は、第一審が終わったんですけれ

ども、まだ係争状態ですので、非常にそこ

については、センシティブになっていただ

くのがいいかと思います。 

 あとは、余談ですが、国立市がアウティ

ングに関しては条例の中に入れ込んでいま

して、多分恐らく東京の中ではその市だけ

だと思うんですけれども、アウティングに

関して禁止するような条例を設けていると

思います。 

（石阪委員長） 

 まだ条例は少ないですよね。恐らくアウ

ティングに関する条例を設けているところ

は。 

（大賀相談員） 

 そうですね。ちょっと私も最新のデータ

を読み解いていないんですけれども、恐ら

くまだすごく少ないと思います。 

 たしか三重県も、もしかしたらアウティ

ングに関して条例をしているかと思います。 

（内藤委員） 

 港区も入れていますか。 

（石阪委員長） 

 港区も入っている、アウティング。 

（内藤委員） 

 港区も入っています。 

（石阪委員長） 

 今、そのアウティングというのは、実は

今、自治体の条例でそれを規制する、そう

いう取組が進んでいるんですが、足立区は

まだ恐らくそこまでいっていないと思うん

ですけれども、やっぱりそういったことも
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今後は必要になってくる。つまりＬＧＢＴ

の人権を認めるという、その一つのプロセ

スとして、やっぱり人に言うということが、

実はこれはかなり人権侵害になるんだとい

うことを共有しないといけないかもしれま

せん。ＬＧＢＴの理解が広がるということ

は、場合によってはその理解がうがった形

で広がってしまうと、かえってそれは大き

な問題になってしまう可能性もあるわけで

すよね。なので、そういった部分も、ある

意味ではケアしていかなければいけない。 

（大賀相談員） 

 そうですね。そこはぜひ条例の中でどの

ような文言にするかは議論して 

（石阪委員長） 

 そうですね。自治体によって恐らくいろ

いろあるとは思うんですよね。 

（大賀相談員） 

 そういった一つの文言を入れることも、

十分啓発になるかと思います。 

（石阪委員長） 

 あと、学校の先生が非常に低いんですけ

れども、これはやっぱり学校というのは最

後なんでしょうか、先生方にご相談すると

いうのは。プロセスとしてどうなんでしょ

うか。 

（大賀相談員） 

 学校の先生は比較的、私の今まで支援し

てきた経験の中での話ですけれども、性的

指向の課題と性自認の話をちょっと分けて

考えると、性自認の課題を持っていらっし

ゃるトランスジェンダーの方は、やはり自

分の性別を伝えなければ、ずっと不利益を

被っているので、学校現場にも早い段階で

伝える方が多い印象ですし、それはカウン

セラーでもそうですけれども、担任の先生

などに伝えたりする方は多い印象です。 

 特に最近はカミングアウトをする児童生

徒も増えてきているので、その中で先生の

対応は割と必須になってきているかなと思

います。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では、学校の先生方もそう

いったことを受け入れるだけの素地ができ

つつあるという感じですね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。学校教育も変わってきては

いるんですけれども、情報としてＬＧＢＴ

Ｑの認知度が上がっているので、もちろん

子どもたちもその情報を手に入れて、自分

自身が自覚するペースが速くなっていき、

親に相談する前に、親には言えないけれど

もということで、学校の先生方にお伝えす

るというケースは、結構お見受けられるか

なと思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 あと、皆さんからいかがでしょうか。何

か。 

（内藤委員） 

 今、ちょっと事務局のほうにお尋ねした

のは、ちょっと私も最初欠けていたんです

けれども、今、性的指向と性自認の話を、

今いろいろ出してくださったんですけれど

も、前提としてそのことが詳しく説明があ

ったのかなとか、そのほうが分かりやすい

かなと思ったんですが。 

（石阪委員長） 

 そうですね。今４つ分類されていました

よね。男性、女性それぞれあって、性自認

というのと、それから、簡単に言うと、恋

愛の対象になる人が、自分と同性なのか異

性なのか、その違いですよね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 
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 そこはちょっと確かに分かりにくかった

かもしれないです。 

（大賀相談員） 

 何かそれを今まとまっている資料とかは、

足立区のほうであったりしますか。 

（三堀係長） 

 東京都の資料として、第２回でＬＧＢＴ

の関連資料、それから困難リストをお渡し

しております。そこでＬＧＢＴに関する基

礎的なものは読み込んでいただくという前

提で、本日進めさせていただいているとこ

ろではございます。 

（石阪委員長） 

 １つは、ですから、心と体の性が一致し

ていないというパターンになると思います。

これが先ほど言った自分の性に対して違和

感がある方ということになります。 

 もう一つは、恋愛の指向のほうですね。

どちらが好きなのか。例えば自分は男性だ

と自認していても、男性が好きになるケー

スもあるし、女性であっても男性が好きに

なったり、女性が好きになったりというこ

ともあるので、その違い。 

 ですので、これは４パターン今用意され

て、ちょうどお話をされていたわけですけ

れども。 

（大賀相談員） 

 そうですね。すみません、言葉足らずで。 

（石阪委員長） 

 いえいえ。ですので、基本的にはそうい

ったことをちょっと念頭に置きながら、今

のお話を聞いていただくと、分かりやすい

かと思いますね。 

 どうですか、皆さん、イメージとしては

分かりますか。 

（佐藤委員） 

 １つ、今お話を聞いていて、相談する相

手が友人、知人というのがあったんですけ

れども、前に頂いた資料の中で、法連合会

の資料で、子どもさんがどういう悩みを持

っているかというので、その中に相談すべ

き相手がいないという人が10人ぐらいいた

んですけれども、結局その友人や知人に相

談できない人は、どこにも相談できないと

いう形になっちゃうと思うんですが、じゃ、

どこに相談するかということで、いろいろ

資料を見てみると、何か人権教育啓発推進

センターとか法務省とか、何かいろいろあ

るんですけれども、結構みんな難しい、法

務省何とかかんとかと書いてあって、性の

違和感を覚えるのが小学校へ上がる前と言

っているのに、そういう難しいところには

多分電話しないと思うんですよね。だから

その辺のギャップをどう埋めるかというの

が課題かなと思いました。 

（大賀相談員） 

 ありがとうございます。まさにそうです

ね。 

 もう一つの統計の資料があるんですけれ

ども、ちょっとメンタルヘルスのほうで、

よりそいホットラインという24時間365日の

フリーダイヤルの相談機関があって、こち

らがワンストップでいろんな専門的な相談

を、生活困窮や自殺防止だったり、女性Ｄ

Ｖだったり、外国語だったり、セクシュア

ルマイノリティーだったりするんですけれ

ども、あと被災者支援、そういったところ

の中での統計では、やはりセクシュアルマ

イノリティーの回線は10代からの、ちょっ

と統計をここにはいっぱいばあっと書いて

あるんですけれども、ちょっとお見せする

時間より話すのが早いと思うんですが、ほ

かのラインよりも10代のかけてくる率が高

いんですね。 

 なので、やっぱりそれは一つ考察するな

ら、どこにも相談できないときに、こうい
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った電話相談に頼らざるを得ないというよ

うな現状があると思いますし、こういった

匿名性があって、自分自身が何者かを特定

されない、アウティングされないというよ

うなところでは話せるのかなと思うと、や

っぱりそういった心理的な安全性がもし、

もっと身近にあればいいのかなというのは

私も思っています。 

（石阪委員長） 

 これは次の質問にもつながってくるとこ

ろなんですけれども、いわゆる支援の在り

方についてですが、３番目になります。現

状における自治体や支援団体等が設置する

相談窓口の認知度や利用度、これは実際ど

うなっているのかということで、恐らくな

かなか相談できない、友達にできないとか、

今のようなケースで、実際どこまで支援の

窓口につながっているのでしょうか。 

（大賀相談員） 

 本当に統計的なものについても、正直セ

クシュアルマイノリティーが例えば統計的

に何％かなどというようなものも、あまり

人権に関することなので、答えが出せない

はずですし、そもそもそこについては数字

で何％だからやる、やらないということで

はなくて、ベーシカルに存在しているとい

うところから始めなきゃいけないと思うん

ですが、それにしてもやっぱり把握してい

かなければいけないなと思っていまして、

カミングアウトをしてもしなくてもいいと

フラットに考えられるような環境、それは

多分マイノリティー側がというよりは、マ

ジョリティーも含めて全体が考えるべき課

題だと思うので、そこをまずはどうにかし

ないといけないかなというような、ちょっ

と大ざっぱな回答になってしまうんですけ

れども。 

（石阪委員長） 

 今のケースだと、よりそいホットライン、

24時間電話相談ができるんですけれども、

それは特にこのＬＧＢＴ問題にかかわらず、

いろんなケースが電話としてありますよね。 

 その中で恐らくこの問題が出てきたとき

に、そこで例えば受け止められないとなっ

たときに、次はどこにつながればいいのか

というのは、なかなか難しいと思うんです

が。 

（大賀相談員） 

 そうですね。それは同じことが起きてい

ます。 

（石阪委員長） 

 ほかの相談もいろいろあると思いますけ

れどもね。 

（大賀相談員） 

 縦割りにすることの弊害もかなりありま

すし、ただし、セクシュアルマイノリティ

ーラインをつくらないで、一般的な生活困

窮などの中に入れ込んで、その言葉を明文

化しないと、多分セクシュアルマイノリテ

ィーの人の困り感は、一切そこに出てこな

くなってしまうので、やっぱりそれはすご

く難しい問題で、サインを出さないと、や

はり相談していいのかというふうに相談者

が思ってしまうので、今回、足立区でも相

談事業をやっていますけれども、やっぱり

それがないとあるとでは、大分、私は異な

ってくると思います。 

 あとは、それをどうつなげていくかとい

うことが、大体相談者は複合的な悩みを抱

えているので、どこに既につながっている

のかとか、今まで誰に相談して、例えばも

う二次被害を受けてきたのかとか、うまく

いかなかったのか、うまくいっているのか

ということを一つ一つ聞いて、ケース・バ

イ・ケースで対応していかなければいけな

いので、それ相応のやはり支援者も必要に
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なってくると思いますし、そういったこと

に知識がないと、対応が難しくなってくる

かなと今後は思います。 

（石阪委員長） 

 大賀さんが今こういう相談をされる前、

足立区にはなかったんですか。 

（大賀相談員） 

 自助グループはあったと思うんですけれ

ども、自助グループもちょっと後半のとこ

ろでも言おうと思っていたんですけれども、

自助グループがあるからいいじゃないかと

いうようなご意見もあると思うんですけれ

ども、自助グループもやはり持続可能性と

いう意味で考えると、立ち消えたり生まれ

たりが結構激しくて、コミュニティーの中

でもちろんそういった当事者同士で交流す

る場所も必要なんですけれども、いきなり

昨日まで電話で相談していた支援者が消え

たとか、何かいなくなったとか、たくさん

聞いていて、やはり安定的に支援をすると

いう意味では、自治体の支援は必要不可欠

だと私は思っています。 

（石阪委員長） 

 自治体としてやっぱりそういうグループ

を支援するなり、窓口をつくるなりという

ことがやっぱり必要だということですね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。その方の複合的な悩みによ

っては、じゃ、生活困窮も持ち合わせてい

るんだったら、こちらの部署からそちらに

つなげますよとかということもできると思

うのでと私は思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

（内藤委員） 

 今の３の相談窓口に関連して、今、厚労

省のよりそいホットラインのことを話して

くださったんですけれども、以前よりそい

ホットラインの報告書を執筆したことがあ

って、そのときデータを見て驚いたのは、

セクシュアルマイノリティーの専用ライン

だけじゃなくて、あらゆるラインに通じて

いるんですが、呼応率が非常に少ない。24

時間稼働しているんだけれども、数％です

よね、電話を取れるのが。 

 今も変わっていませんか。それによって

自治体でもやる必要があるというところの

根拠になるかなと思ったんです。 

（大賀相談員） 

 私もよりそいホットラインのほうで、事

業責任者として６年間働いていたんですけ

れども、セクシュアルマイノリティー回線

もですし、ほかの自殺相談、被災者支援、

一般的な生活困窮支援もやっていたんです

けれども、やっぱり比較して電話がずっと

鳴りやまないというのは、正直、24時間、

私は夜勤もしていたんですが、ずっと鳴り

やまなかったです。一回もコールが、切っ

たらすぐコールということなので、トイレ

に行く時間はずっと鳴っているという状況

でした、正直。 

 そういった中で逼迫していて、今のコロ

ナと同じような感じだと思うんですけれど

も、本当にこれは支援者を増やして、回線

を増やしていかないとということで、その

自治体でやってほしいということが、この

５年ぐらいの間に広まっていったというの

を、私は認識しているので、これは引き続

きぜひという感じでお願いしたいところで

す。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。よりそいホット

ラインは多分電話で受けるだけじゃなくて、

本当に最後、寄り添っていろいろ制度につ

なげたりということまで。 

（大賀相談員） 
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 そうですね、直接弁護士さんにつなげた

りとかまでします。 

（内藤委員） 

 やられていますよね。そういう仕組み自

体も、いい面は自治体の相談窓口でも活用

したらいいかなと思います。でも、そちら

はほとんど、たしか数％だったと思うので、

すごい自治体でもやる必要があるというの

は、依然としてそうだということですよね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。数字でいうと、大体30から

40万件のコールがセクシュアルマイノリテ

ィーだけで来て。 

（内藤委員） 

 年間ですか。 

（大賀相談員） 

 はい。そのうち８％くらいしか取ること

ができなかったんですね。なので、本当に

コールしている人たちに申し訳ないなとい

う気持ちです。 

（内藤委員） 

 「よりそいホットライン」と検索すると、

つながらないという検索が出てくるんです。 

（大賀相談員） 

 そうなんです。本当に申し訳ない。それ

はやはり事業として想定されている予算の

中でやると、こうなってしまうといいます

か、支援する回線が少ないんです。 

（内藤委員） 

 それでも、たしか相談員の人は全国に物

すごい数がいらっしゃいますよね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。全部の回線を合わせて、何

千名かはいるんですけれども。 

（内藤委員） 

 3,000名で全国でよりそいホットラインを

受けているということですよね。 

（大賀相談員） 

 そうです。 

（内藤委員） 

 それでも、さっきセクシュアルマイノリ

ティーラインだと８％ぐらいと。 

 ありがとうございます。 

（大賀相談員） 

 それくらいになります。 

（石阪委員長） 

 平井さん、どうぞ。 

（平井委員） 

 よりそいホットラインのところ、私も労

働相談のところで、やっぱりここまで来る

と最後はやっぱりよりそいホットラインと

かにつなげるんですけれども、やっぱりち

ょっとなかなかつながらない可能性がある

と思いますが、根気よくかけてみてくださ

いということをお伝えはしているんですけ

れども、その数％だという数字を内藤先生

から伺って、なるほどなというのはあって、

やはりもっと性的マイノリティーのところ

もほかの自治体ですとか、相談窓口がやっ

ぱり広がっていけばいいかなというのは、

思いました。 

（大賀相談員） 

 ありがとうございます。本当にやっぱり

まだ今、自治体さんも週に１回とか月に１

回とかという形で、試験的にやっている自

治体が多くて、足立区も月に２回というこ

とですけれども、そこの時間に合わせられ

ない方は、全部よりそいに行っちゃうので、

多分こういうことになっているかなとは思

います。 

 ほかの各自治体が月に数回でもやってい

て、それが例えば東京都内全部の区がやれ

ば、もう少し広がっていくかなと思うので、

そういった意味で連携していかなければい

けないと思います。 

（石阪委員長） 
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 今、その流れでいくと、この一番下の６

番目、自治体、都道府県、市区町村が負う

べき役割はどのようなことか。つまりどん

なことを、特に足立区として今後整備する

のか、やるべきなのかというところ、もし

ご意見があればいただきたいんですけれど

も。 

（大賀相談員） 

 これは大阪市と埼玉県が調査したものと

かを見ながら、私が感じたことなんですけ

れども、大阪市や埼玉県は、いわゆるＬＧ

ＢＴＱの当事者の自認がある方だけではな

くて、マジョリティーの方、異性愛者の方

とか、トランスジェンダーではない方、多

数派の方々にもアンケートをしていますが、

やっぱり行政がまだまだ同性愛に関してと

か、例えば、トランスジェンダーに関して、

嫌だ、嫌じゃないというその快、不快感情

で考える方がまだたくさんいらっしゃると

いうことが、統計として出ているんですね。 

 それをフェアプレーというふうに、私は

いつも講演とかで言っているんですけれど

も、ゲームに持ち込まない。例えば、何か

のスポーツをするときに、相手のことが個

人的に嫌いであるかどうかという感情的な

話と、その試合で勝負をすることは別なの

で、やはり公的支援の場でその感情を持ち

込まないでどうするかというフラットな施

策が必要になってくると、私は思っていま

す。 

 そのために、例えば、足立区では既にや

られているようなファミリーシップという

のがあると思いますし、これはすごく画期

的だなと思っていて、ＮＨＫの2,600人の調

査では、パートナーがいる、いないという

ようなものとか、子どもを持ちたい、持ち

たくないというような統計は、あまり異性

愛者と変わらなかったんですね、統計結果

が。異性愛者がパートナーのいる、いない

の有無と、同性愛者などのパートナーがい

る、いないのもあんまり変わらないですし、

子どもを持ちたいという気持ちもあまり変

わらないので、そういった支援策はとても

重要かなと思います。 

 あとは、とりわけ、ちょっとトランスジ

ェンダーの話になるんですけれども、お手

洗いとか、これは質問のちょっと、すみま

せん、先取りしちゃうんですけれども。 

（石阪委員長） 

 そうですね、５番目のところで職場や学

校、公共施設のインフラですね。 

（大賀相談員） 

 どうしてもこのインフラ面というのは、

自治体で頑張っていただきたいなというと

ころの一つで、例えば、オールジェンダー

トイレの話で、今すごく多目的トイレが多

機能化していて、いろんなマイノリティー

に対応できるようにすること自体の理念は、

すごいすばらしいんですけれども、多機能

過ぎて、かつすごく少ないので、使いづら

い問題が発生していて、順番待ちといいま

すか、優先順位みたいな流れになってきて、

今、私も早稲田大学でダイバーシティセン

ターの中の活動もしているんですけれども、

やっぱり多目的トイレにもちろんトランス

ジェンダーの方も使うし、でも、トランス

ジェンダーのトイレではなくて、誰でも使

えるトイレということで打ち出さないと、

またそれで差別になるので、誰でも使える

トイレ、そして多目的トイレを開放するこ

とで、障がいを持っている方もちょっと順

番待ちになってしまうということとか、い

ろいろ発生しているんですね。 

 となるときに、このサイトを見ていいな

と思ったのが、既に多分実施しているビル

とかもあると思うんですけれども、こうい



15 

うふうに。多目的トイレの中で車椅子の方

が使えるトイレもあれば、男女共用のトイ

レ、いわゆる個室の空間のトイレです。広

さは車椅子ほどではないけれども、こうい

ったインフラ面のところをぜひちょっとや

っていただきたいなと。もしこれから設計

するとなったら、そこも、更衣室も含めて

ですけれども、考えていただきたいなと思

っています。 

 すみません、以上です。 

（石阪委員長） 

 これは例えばですが、今、公共機関や学

校ではやっぱり全然ない状況ですか。まだ

足りないという状況ですか。 

 多目的トイレというスペースはあると思

うんですけれども、確かに１つしかなかっ

たり狭かったりというのは多分あると思う

ので。 

（大賀相談員） 

 そうですね。今、やっぱりトイレに関す

る考える方が、まだすごくバイナリーとい

うか、二元的で。 

（石阪委員長） 

 男、女という。 

（大賀相談員） 

 そうなんです。そこの中に多目的トイレ

が入っていたりするんですね、学校とかだ

と。なので、本当にトランスの子がトイレ

を使いたいというとき、職員用トイレを使

うわけですけれども、職員用トイレに入る

ことが、やっぱりすごくアウティングにつ

ながってしまったりするので、結構現場で

は問題になっていて、やっぱりそもそも個

室をちゃんと安全な空間にすれば、男女共

用だとしても、そこに犯罪性の議論はない

ので、やっぱりしっかり、それは言説とし

てですけれども、例えば、家族の住む家の

トイレが男女別になっていないのは、心理

的な安全性が担保されているということも

一つで、やっぱりトイレとしての機能は、

コンビニのトイレとかもそうですけれども、

男女共用にすることのメリットもあります

し、そこはしっかりと今後考えていくべき

課題かなと思っています。 

 もちろん男女別のところも残すところが

今は多いんですけれども。 

（石阪委員長） 

 あと、日本にはあるのかどうか分からな

いですけれども、レインボーカラーみたい

なマークがある。色で分けているようなも

のもありますよね。海外なんかは結構ぱっ

と見て色で分かるんですけれども、日本で

もあるんですか、そういうのは。 

（大賀相談員） 

 あります。愛知のほうの大学が。 

（石阪委員長） 

 多分、言葉で書くと難しいと思うんです。

表記の仕方が難しくなるので。 

（大賀相談員） 

 そうですね。虹色のピクトグラムもすご

く難しくて。 

（石阪委員長） 

 どういうものを使うかというのが難しい

です。 

（大賀相談員） 

 渋谷区が一度、いわゆる女性用マーク、

いわゆる男性用マークというマークを半分

半分にして、さらに虹色にしたピクトグラ

ムを用意して、これは何の生物だというこ

とで、結構批判を浴びたケースがあります。 

 なので、ちょっと人間じゃなく、別の生

物扱いをされているような気がしてしまう

ので、やっぱり人型を使うときは、すごく

注意していただきたいなと思いますし、む

しろこの男女マークも、何で色がついてい

るのという疑問を持つ人も最近増えている
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ので、白黒にしているトイレも、最近よく

見受けるかなと思いますし、分かりやすさ

と、ただ、見たときに本人がどう思うかと

いうものの多分拮抗なので、そこは十分に

検討したりする必要があると思います。 

 ただ、しっかり調べないといけないんで

すけれども、虹色のマークを小さく入れる

フラッグではないんですけれども、虹色の

マークを小さく入れているピクトグラムは

最近見かけたりします。ドン・キホーテと

かでオールジェンダートイレがあるんです

けれども、そういったところには車椅子マ

ークの右のほうに、小さく虹色のマークが

あったりします。そのようなサインのほう

が最近はいいとされています。 

（石阪委員長） 

 恐らく今、トイレの問題が１つ大きな問

題としてありましたけれども、ほか、もし

委員の皆さんから何か。 

 あと、ちょっと学校ということになると、

最近ジェンダーレス制服みたいなのがある

という話も聞くんですけれども、こちらは

やっぱり制服問題は結構大きいと思うんで

す、当事者の方にとってみると。こちらは

いかがでしょうか。 

（大賀相談員） 

 そうですね、本当にそこは難しくて、私

も結構学校のケースに立ち会うことが多く

て、学校さんによってかなり、じゃ、その

制服をちょっと見直しましょうというとこ

ろと、頑なに男女じゃないと駄目ですとい

う学校も多くて、結構問題になっているな

という印象です、公立学校であっても。 

 なので、すごく変えづらいんですけれど

も、できるとしたら、最近やっぱり制服を

作るメーカーさんとかが、先ほど委員の方

がおっしゃっていただいた岡山県の制服メ

ーカーさんなどは、結構積極的にスラック

ス化だったりとか。 

（石阪委員長） 

 メーカーのほうがもう自主的にこういう

のがありますという提案をしていくんです

ね。 

（大賀相談員） 

 そうですね。選択をできるような制服を

開発しましたということでやっていらっし

ゃるので、それをどう学校側が採用してい

くかという問題になってくるかと思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか、この辺、委員の皆さ

ん。 

 それでは、最後の質問になるんですけれ

ども、これはかなりちょっと難しい質問な

んですが、当事者の多くが社会に対して求

めている主なことは何かということなんで

すが、当事者の方が実際社会に対して求め

ていることは一体どんなことなのか、もし

お答えできる範囲で構わないんですが。 

（大賀相談員） 

 そうですよね。これもすごく難しいなと

思って、私も考えていたんですけれども、

ちょっと統計では出せないので、個人的に

伝えますけれども、いろんな意見があるこ

とは大事なんですが、まずマイノリティー

の問題はマイノリティーだけで解決してく

ださいというような風潮ではなくて、全員

で一緒に考えていきましょうというような

議論の土俵に上げるといいますか、タブー

視するのではなくて、どんなふうに一緒に

やっていけばいいのかということを考える

機会を、より多く必要としているんじゃな

いかなと私は思っていて、やっぱりこの話

ができるようになって、まだ10年もたって

いないと私は思っていて、個人的に。 

 私は支援を大学生ぐらいから始めて、も
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う11年ぐらいなんですけれども、11年前で

すらほとんどＬＧＢＴという言葉は、多分

５％ぐらいしか認知されていなかったんじ

ゃないかなと思うので、非常にそういった

ことがそもそも話しづらかったり、メディ

アの中でも報道されなかったり、扱われな

かったりという中で、今このような時代に

なってきたので、やっぱりもっとこのこと

をマジョリティー、マイノリティー関係な

く話せるような風潮になっていくことが、

私は一番求めていることで、その中でしか

施策のことも話せないと思いますし、当事

者が何に困っているのかとか、実は当事者

じゃなくても何かを、例えば、トイレとか

制服とかで、別にＬＧＢＴではないけれど

も、ちょっといろんな意味で、これがあっ

て嫌だったという人たちは結構いるので、

そういうところの発見につながっていった

りということが私はあると思っているので、

そこをまずは求めていきたいかと思います。 

（石阪委員長） 

 理解を促進するということになると、そ

れぞれ学校に出ていってお話をされて、そ

の理解を深めるための活動をされるとか、

あと、企業に実際出向いていって、実際に

どんな差別があってとか、どんなことが行

われて、こういうことをなくしてほしいと

いうような啓発ということも、やっぱりや

っていかなきゃいけないし、考える場みた

いなものがないと、なかなか人は考えない

ですよね。 

（大賀相談員） 

 啓発して、そうやってアファーマティブ

アクションといいますか、そういった是正

措置みたいなのも必要になってきますし、

あとは、私はやっぱり支援をしている側な

ので、その相談というものが両輪にあると

思っていますので、やっぱりそういった、

いざやっぱりうまくいかなくなったときに

相談できる場というのが必要だと。 

（石阪委員長） 

 相談の場、今のお話だと、ホットライン

だとほとんどつながらないという話ですか

ら、やっぱり各自治体にある程度つながる、

本当に、そういったものを制度としてやっ

ぱりつくっていくということが必要でしょ

うね。 

（大賀相談員） 

 ぜひそれは、今はもうつくってはいただ

いていると思うんですけれども、例えばも

う少し、例えば、アクセスを高めるふうに

変更するとか、それこそちょっと時間帯を

増やすとか、いろんなことが言えると思う

んですけれども、そういった形で考えてい

ただければと思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほか、委員の皆さんからいかがでしょう

か。時間がもう最後になります。 

 それでは、お二方、お願いします。 

 まず平井さん。 

（平井委員） 

 今、理解促進のための啓発ということが

あって、やっぱり相談と啓発の両輪という

ことだったんですけれども、相談ばかり増

えちゃうと、すごくまた対応が大変になっ

ちゃうので、その啓発というのもやっぱり

必要だと思うんですが、例えば啓発すると

いったときに、全部一遍にできるわけじゃ

ないので、その場合、どの年代とかどの層

に啓発活動をすれば、効果が高いのかなと

思って。 

（大賀相談員） 

 やっぱりすごく難しくて、私もたくさん

の世代の方と今までお会いしてきたんです

が、とか、いろんな枠、市民講座みたいな
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枠とか、人権系の、人権推進センターとか

なのか、生涯学習センターなのか、いろん

な障がいを持っている人との共同での講演

なのかとか、いろいろやってきたんですけ

れども、例えば学校に行くとなると、その

学校の枠の中でと言ったら変ですけれども、

話せることとかも限られてきて、なかなか

難しいので、区とかで実施されている講座

とか、あるいはちょっとした大きなイベン

トとか、何かいろんな区で実施されている

イベントの中で啓発していくというのが、

割と地道な活動としては有効かなと思って

います。 

 ただ、ターゲットとしては、私はもうど

の世代でも孤立があることを確認してしま

ったので、自分が受け持つ事例から、それ

はもう生まれて間もない数歳の子から60代、

70代の孤立している方まで聞いているので、

ターゲットを絞るのは、正直難しいなとい

う印象です。 

（石阪委員長） 

 むしろそれぞれの世代に対して、一番効

果的なやり方を考えていくという形ですか

ね、そうすると。子どもたちは子どもたち

でいろいろあるでしょうし。 

（大賀相談員） 

 そうですね。分野別で考えていただける

のが一番うれしいです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 佐藤さん、いかがでしょうか。 

（佐藤委員） 

 １つお聞きしたいのが、性的マイノリテ

ィーと言われたときに、不快に感じますか、

マイノリティーという言葉に対して。 

（大賀相談員） 

 私は個人的にはマイノリティーであるこ

とは事実なので、それ自体に不快感情はな

いんですけれども、多分その方が、例えば

自分が人と何か違うみたいな意味で受け取

るような悪意のある意味でマイノリティー

と言われると、嫌だとは思いますので、使

っている文脈だとは思います。 

 ただ、いろんな受け止め方の方がいて、

例えば、やっぱり自分が、例えばゲイ男性

であるけれども、そのことはふだん隠して

生きていて、マイノリティーだと思われた

くないというような感情を持っている方も

いるので、それは人によってですが。 

（佐藤委員） 

 何でお聞きしたかというと、性的マイノ

リティーの人は、何かどこかのシンクタン

クの発表では、人口の10％、日本ではと聞

いたんですが、そうなると、1,200万人です

か、約、ざっくりと計算していうと、東京

都の人口に匹敵するので、全然マイノリテ

ィーじゃないじゃんと私は思っているので、

性的マイノリティーという言葉自体に反感

を覚える人たちがもしいらっしゃるんだっ

たら、1,200万人の人を対象にマイノリティ

ーという言葉を使うのはどうなのかなと思

いました。 

（大賀相談員） 

 そうですね。最近本当にそういったこと

も言われているので、マイノリティー、マ

ジョリティーというのはあくまで、多い少

ないというよりは、差別の文脈で、差別さ

れやすいか、されにくいかでは、されやす

いかもしれない部分だよという意味で、マ

イノリティーという言葉を使うようになっ

てきましたし、もっと言うと、多様性とか

という言葉に代えて、性の多様性とか性の

在り方の多様性という形で使われる方も多

くいるので、性的マイノリティーという言

葉を使わない方も増えてきました。 

 あとは性的指向、性自認という言葉は、
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非常に標準的な今の考え方の主流なので、

ＬＧＢＴとか性的マイノリティーという言

葉はもう使わないで、ＳＯＧＩ（ソジ）と

いう言葉を使いますという方も多くいます。 

（佐藤委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 結構行政としても、その言葉の使い方で

各自治体は悩まれていて、性的マイノリテ

ィーを使わない自治体もありますし、ＬＧ

ＢＴという言葉も、実際当事者としてどう

なんだという、一緒にされているわけです。

あとＱを入れるかとか、クイアとかエック

スジェンダーはどうなんだとか。 

（大賀相談員） 

 それはもうコミュニティーの中でも非常

に議論されていて、マジョリティーの方も

悩むと思いますけれども、マイノリティー

のほうも、たくさんみんな賛否両論なんで

す。ＬＧＢＴは私はそのどれにも入ってい

ないと思っている人もいますし。 

（片野副委員長） 

 先ほどトイレの話が出ていたんですけれ

ども、私はちょっとお話を伺ってきて、ユ

ニバーサルな考え方という方向性でいいん

でしょうか。 

（大賀相談員） 

 考え方としてですか。 

（片野副委員長） 

 はい。 

（大賀相談員） 

 すごく難しいんですけれども、ベクトル

としてはそういった考え方に近いといいま

すか、ただ、前ちょっと言われていた障が

いのノーマライゼーションみたいな文脈だ

と、私はあんまり障がい学に詳しくはない

んですけれども、普通じゃない人たちをい

かに普通にしていくかみたいな考え方だと、

危険だと思っているので、正常化というよ

うな意味ではなくて、その人そのままその

形で認めていくというような意味合いのユ

ニバーサルだったらありかなと思います。 

 左利きの方が昔差別されていたと思うん

ですけれども、その方も統計的には10％か

ら13％ぐらいだと思うんですけれども、そ

の方たちが今、例えば運動するときに左で

打ったら、それはおかしい、おまえは右で

打てみたいなことを言われないので、それ

もユニバーサルの一つだと思いますし、そ

ういったフェアプレーができることが、こ

の課題でも必須だと思います。 

（片野副委員長） 

 先ほどジェンダーレスの制服の話が出て

いたので、あれも結局ジェンダーレスの制

服を作りましたということよりも、要する

に選べますよということになってくれば、

それはユニバーサルという考え方ですけれ

ども、そういう方向に進んでいったほうが

いいのかなというのは、少しお話を聞いて

いて思って、間違ってはいないかどうかち

ょっと確認したかったんです。 

（大賀相談員） 

 選択肢が増えていくことが重要、自分で

選び取ることができるという自己決定権が

あることが重要だと思います。 

（片野副委員長） 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、時間のほうも参りましたので、

以上でヒアリングのほうを終了させていた

だきたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（大賀相談員） 

 ありがとうございました。 

（石阪委員長） 
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 じゃ、一旦ここで５分間休憩させていた

だきます。ですので、再開が３時５分ぐら

いです、あの時計でということになります。 

  （休 憩） 

 

 （２）男女格差の是正に向けての取組み 

（石阪委員長） 

 それでは、３時５分になりましたので、

再開させていただきたいと思います。 

 次第の２の（２）男女格差の是正に向け

ての取組みということで、今日は人事、財

政、そして教育指導課の職員にお越しいた

だきました。事前に一応我々の質問に当た

るものをお渡しはしているんですが、どち

らかというと、ここからは皆さんにいろい

ろご質問いただいて、そして足立区として

の考え方であったりとか、一部個人として

のお考えもあるかもしれませんけれども、

いろいろお話を伺って、今後、男女格差の

解消に向けた様々な取組につなげていくと

いうことにしていきたいと思います。 

 前回までは比較的我々は数字を見て、男

女の差が著しく開いているものについて、

いろいろ議論してきたんですけれども、そ

の中でも特に女性の管理職、これが足立区

は今、23区中、下から２番目ということで

もあります。しかもこの間なかなか伸びて

いないという現状もございますので、１つ

はこういったテーマになると思います。 

 それから、育児休業の取得であったりと

か、最後お話しいただくのは、実際教育現

場で男女共同参画に対する普及や、あるい

は啓発、これは教育的な指導も含めてされ

ているのかどうかという議論も出ましたの

で、こちらのほうも今日はお答えいただく

というような場を設けさせていただきまし

た。ご協力ありがとうございます。 

 それではですけれども、順番にいきまし

ょうか。 

 一応、じゃ、人事課長さんのほうから女

性管理職について、こちらを中心にお話を

いただきたいと思います。 

（橋本人事課長） 

 改めまして、人事課長の橋本です。本日

はどうもありがとうございます。よろしく

お願いいたします。 

 まず、ご質問いただきました女性管理職

が低い理由というところなんですが、委員

長がおっしゃられましたように、23区の中

で下から２番目という、非常に少ない割合

というのが現状でございます。 

 なかなか明確な理由というのは、推測の

部分もあるんですが、１つ参考になるもの

としては、平成28年12月に女性職員にアン

ケートを取ったことがありまして、多分そ

のときとあまり変わっていないのかなとい

う認識もありますので、１つ参考にお伝え

させていただきますと、やはり女性管理職、

昇任を迷っている理由としては、断トツで

家庭と仕事の両立が難しくなるというとこ

ろが上げられています。 

 こちらについては、今ちょうど主任職が

係長職に上がる前に、人事課のほうでヒア

リングをして、上がることができますかと

いう確認を面接で行っているんですが、係

長職に昇任することに対する迷いという意

見をかなり聞きます。その意見がやはり同

じで、やはり家庭と仕事の両立が難しくな

るんではないか。 

 特に子育てをしている世代の若い世代、

30代の半ばから後半ぐらいの女性の方とか、

あるいは係長職ですと、50代前半ぐらいま

での方、もう既に面接しているんですが、

介護の問題などが出てきていて、子育ては

一段落したんだけれども、介護のほうで、

やはり仕事と両立ができるかどうかの不安
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を感じているという声をよく聞きます。 

 こちらの管理職のアンケートと共通して

いると認識をしています。現状、管理職の

割合、女性の割合は、足立区は11.6％とい

う割合で、非常に低い割合でございます。 

 次の質問の取組にもつながってくる、昇

任意欲をどういうふうに高めていくかとい

うところではあるんですが、やはり今日出

席をしている財政課長の岩松ですとか、今、

本会議中で本日は来られませんでしたが、

総務部長の松野といった女性の管理職はい

るんですけれども、ロールモデルの存在と

いうのが一番重要かなというふうに思って

います。 

 何が言いたいかというと、実際にそうい

った不安を解消している女性管理職という

のが存在していますので、そういった仕事

と家庭とをうまく両立をしている女性管理

職という職員を、やはり間近にロールモデ

ルとして知ることで、そういった不安の解

消というのが少しでもできるんではないか

と考えていまして、私は人事課長と人財育

成課長を兼務しているんですが、人財育成

課の取組として、そういう不安を少しでも

下げるための研修というのをやっています。 

 これは「私の働き方」というタイトルで、

あまりたくさん受けるのではなくて、大体

２グループぐらい、10人いないぐらいの将

来管理職を考えていくという女性職員を対

象にやっているもので、そこに松野ですと

か岩松に講師に入ってもらい、どういうふ

うに自分たちが仕事をやってきたかという

話をしていただいています。 

 そういった取組をこれからどんどんやっ

ていかないといけないなというふうに考え

ていまして、今年度、ちょうど今、管理職

選考をこれから進めていく中なんですが、

例えば、岩松ですとか松野のほうで直接声

かけをして、管理職を受けてみたらどうか

という声かけを、今年かなりやりました。 

 そうしたところ、去年まで新しく受験す

る受験生は11人しかいなかったんですが、

今回19人、初めて受験する管理職の受験者

が８名増えました。 

 そういう直接的な声かけですとか研修で、

間近にそういう両立している職員を知って

もらうことで、少しでもそういった不安を

解消していきたいというふうに今、考えて

いるところでございます。 

 私からは、雑駁でございますが、以上で

ございます。 

（石阪委員長） 

 １点伺いたいのは、管理職そのものにな

りたいという人は、やっぱり減っているん

ですか。男性も含めてですけれども、こち

らはどうなんでしょうか。 

（橋本人事課長） 

 これは実は今、人材育成基本方針の見直

しというのを進めていまして、その参考と

するためにアンケートを取ったんです。ア

ンケートを取ったところ、やはり年代によ

ってくっきり分かれていて、若手職員、20

代後半から30代前半の職員というのは、非

常に意欲が高いということが分かりました。

管理監督者になりたいという層が30％以上、

37％、かなり高かったです。 

 一方、30代後半から50代ぐらいにかけて、

だんだん意欲が、これは介護の問題とか、

先ほどの問題なんかも関係しているのかも

しれないんですが、意欲が下がってきてい

るといった状況も分かって、これは実は足

立区だけではなくて、23区共通だというふ

うに聞いています。 

 やはり若手ほど意欲が高い。なので、逆

に言うと、高い意欲を持続させて、いかに

昇任につなげていくかというのが、これは
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23区共通の問題かなとは思うんですけれど

も、管理職選考のやり方の見直しですとか、

今考えられているところはございます。 

（石阪委員長） 

 管理職が、先ほど介護や育児という話が

ありました。それは両立が困難だと。管理

職はそれだけやっぱり大変なんですか。例

えば一般職の職員と比べると、労働時間が

長かったりとか、そういうことがあるんで

しょうか。 

（橋本人事課長） 

 １つ残業という意味でいえば、管理職に

限らず、むしろ主任とか係員のほうが残業

しているんではないかなというふうに思い

ます。 

 なので、よく係長職の能力実証でも、私

は子育てがあるから残業できませんとかと

いう声を聞くんですが、でも、実際にはそ

んなことはなくて、むしろ係員とか主任の

ほうが残業しているんじゃないですかと。

それは所属によって協力がどのぐらい得ら

れるかによるので、一概には言えないんで

すけれども、そういった意味での大変さと

いうのは、管理職が特別高いということは

ないと思います。 

 ただ、やっぱり責任の重さですとか、や

はり今まで係員ではなかったような負担感

というのはあるので、その辺は一つネック

にはなっているのかなと。 

（石阪委員長） 

 何らかの負担感が増すのかな。岩松さん

にもちょっとその辺聞きたかったんですけ

れども、なる前となった後とで負担感がど

う変わるのかというのは、多分外から見て

いるとそこまで、例えば課長職が係長職と

比べて、そんなに負担なのかというふうに

思うんですが。 

（岩松財政課長） 

 そうですね、責任という意味では、一段

重くなるというふうに思っています。ただ、

責任がある分、自分でやれることも増える

ので、やりがいという意味では、これまた

増えるというふうに思っています。 

（石阪委員長） 

 じゃ、時間的な負担とか、そういうこと

ではないということですね。例えば議会対

応とかそんな感じですかね、どちらかとい

うと。 

（岩松財政課長） 

 そうですね、時間はもしかすると、橋本

が申したように、係長のほうが多いのかも

しれないです。 

（石阪委員長） 

 じゃ、ここからちょっと、まず、今の点

について質問ですけれども、特に制度のお

話や、特に11.6％の低い原因、このあたり

が、先ほどあったように、介護とか育児の

両立が非常に難しいので、ちゅうちょする

人が多い。 

 ただ、反面、個別には声かけをしていた

だいて、かなり受験者は19人になったとい

うお話ですから、多分、岩松さんあたり、

いろいろお声がけを実際されたという。ど

んな反応をされましたか、例えば職員さん

は。 

（岩松財政課長） 

 私は女性に限らず、男性も含めて声かけ

をしました。自分はそんな器じゃないとい

うような声のほうが多かったような…… 

（石阪委員長） 

 まず皆さん、そういうふうにおっしゃる

わけですね。 

（岩松財政課長） 

 そうですね。そこから何人が受験につな

がったのかというところまでは、私も承知

をしていないんですけれども、やはりみん
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な自分と管理職がリンクしない、自分の将

来に管理職があるという想像ができていな

いんだなというのは、非常に感じました。 

（石阪委員長） 

 それはもう係長がゴールだと思っている

ということですか。 

（岩松財政課長） 

 そこはゴールとしているのか、そこまで

全然思いも寄らない、思いが及ばないとい

うか、そんなふうに…… 

（石阪委員長） 

 印象としてはそんな方が結構いらっしゃ

ったわけですね。 

（岩松財政課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

（片野副委員長） 

 こちらのアンケートの集計結果、管理職

アンケートの資料を見ていると、６ページ

目に、⑦のところで、「どうすれば多くの

女性が管理職選考を受けるようになると考

えるか」というところなんですが、一番上

にあるのが、「推薦制度を導入する」と書

かれているんですが、これは具体的にどう

いうことなのかを説明していいただけます

でしょうか。 

（橋本人事課長） 

 ちょっと具体的に今考えられているもの

とここがリンクするかというのはあるんで

すけれども、指名制度というのが今議論さ

れているところであります。指名の前には

当然推薦があるので、そこにつながるかな

と思うんですが、要は、例えば課長補佐に

なっている中から、もう申込制ではなくて、

管理職として指名をしてしまうというやり

方です。 

 課長補佐になっている方というのは、当

然上司の推薦を受けて課長補佐になってい

る方なので、十分な力があるだろうという

ことで、当然事前の確認などはして、無理

やりという形にはならないんですけれども、

そういった形で申込制ではなくて、指名を

して選んでいく。その前段階では推薦があ

るということで、多分この答えとつながっ

ているのかなと思うんですけれども、申込

制ではないやり方で選んでいるということ

です。 

（片野副委員長） 

 そうすると、自分から私なんか器じゃな

いわということはなくなって、要するに推

薦していただくだけの自分には力があるん

だというふうに思うわけですね。 

（橋本人事課長） 

 そうですね。今、係長がまさにそういう

やり方になっていて、主任職を選んでいる

方というのは、もう係長職を前提としてい

るので、足立区の場合ですと、さっきお話

ししたような面接で意向確認をやっている

んですが、ほかの区ですと、そういった意

向確認を一切やらないで、主任になってい

る方は、もういきなり合格発表で名前を出

してしまうというやり方をしている区もた

くさんあるので、そういったやり方という

のは一つ推薦制度に近いのかなと思います。 

（片野副委員長） 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 ほかいかがでしょうか。 

 もしよろしければ、岩松さんのほうで、

先ほどロールモデルというお話がありまし

たけれども、恐らく今日はロールモデルと

して、人事というよりは、財政課長ではな

くて、むしろロールモデルとしてお越しい

ただいたということなんですが、ご自身の
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中では、例えば課長職を目指すということ

に対して、ちゅうちょや葛藤みたいなもの

はありましたか。いかがでしょうか。 

（岩松財政課長） 

 自分自身ということですね。 

（石阪委員長） 

 自分自身。 

（岩松財政課長） 

 ありました。自分は器じゃないというの

は、まさに自分もそのような気持ちで、本

当に管理職として仕事ができるのかどうか

というのが、全然想像がつかなかったです。 

 ただ、それが変わってきたのは、責任の

ある仕事を任されて、その成果を出して、

上司に認めてもらえた、自分もやれば認め

てもらえるんだということが、だんだん積

み重なっていって、それが自信につながっ

たというふうに自分では思っています。 

 それから、今後、比率を上げるのは、重

要な仕事だったり調整の業務だったり、そ

ういった責任のある仕事を与えて、そこに

対する成果をきちんと認めてあげれば、自

信につながって、それがもしかすると管理

職を目指すきっかけになるのではないかと

いうふうに、自分の経験から思います。 

（石阪委員長） 

 そうすると、例えば、かつてはなかなか

女性に責任ある仕事を与えるという、どっ

ちかというと風土や文化があまりなかった、

むしろ負担を軽減してあげようという形で、

男性のほうにそれがいっていたということ

はあったんでしょうか、若い頃。 

（岩松財政課長） 

 それは私が壁をつくっていたんじゃない

かなと思っていて、実はまだ係長になる前

のときに、部の庶務の担当の部署に就いた

んですが、そこのある仕事は、これはもう

代々男性がやるものだと勝手に私の中で思

っていたんです。今までがずっとそうだっ

たので。 

 その仕事をやらせてもらって、その担当

をしたときに、男性だからと思っているの

は自分のほうで、実は周りはそうは思って

いなくて、これは男性も女性もないんだ。

自分のほうに高い壁をつくっていたんじゃ

ないかなと、はっとした瞬間でした。 

 だから、そういう風潮は今はもうないと

思います。その当時は自分が思っていただ

けかもしれないです。 

（石阪委員長） 

 そう考えると、今は比較的どのポジショ

ンも、男性だけがずっとやっているという

ポジションも減っているというふうに考え

て、ほとんどない。 

（岩松財政課長） 

 今はもうないのではないでしょうか。 

（橋本人事課長） 

 かつ、意識的にその係長級については、

責任あるポジションで自信をつけさせてい

こうというところがあって、例えば部庶務

の係長ですとか、財政課の係長とか、政策

課の係長などというのは、意識的に女性を

配置するように今、当然適材適所というの

があるので、それだけで配置しているわけ

ではないんですが、そういった視点を含め

て配置をするように今しています。 

（石阪委員長） 

 やっぱり経験を積んでもらって、先ほど

言ったように自信であったりとか、マネジ

メント能力を身につけてもらうと。 

（橋本人事課長） 

 そのとおりです。 

（石阪委員長） 

 そういう配慮もされているということで

すね、そうすると。 

 ありがとうございます。 
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 ということですが、いかがでしょうか。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 一番多かったのが、仕事と家庭の両立が

難しくなるとの回答だったという、アンケ

ート調査の結果なんですけれども、これは

もちろん男女ともに家庭のことは担わなき

ゃいけないわけで、でも、女性のほうが多

分こういう回答をしているんだろうと思う

んですね。 

 ですから、家事、育児の量の差が存在す

る限り、どうエンカレッジしてもやっぱり

困難であるということは、職場では見えな

いけれども、家庭では大きいということが

あると思うんです。 

 そうすると、そこに何か、そこを変えて

いくために何かやられていることはありま

すか。 

（橋本人事課長） 

 なかなか家庭に入り込むこと自体は難し

いですが、ただ、育休を取りやすくすると

いうことで勧奨を続けています。 

 実際に男性の育休というのも、一昨年と

昨年では、かなり昨年増えたというところ

があって、一昨年ですと９％余り、10％い

かないぐらいの男性の育休取得率だったん

ですが、去年は16％だったので、母数が母

数なので、ちょっと跳ね返りも大きくなっ

ちゃうところがあるんですが、ただ、啓発

しているというのが効果として現れてきて

いるのかなとは感じてはいます。 

 そうやって育休を取りやすい、家庭に入

って男性が役割を果たしやすいというとこ

ろが、女性の当然昇任意欲にもつながって

いくというふうに考えています。 

（内藤委員） 

 職場の男性が家事、育児を担い出すとい

うことで、女性自身、そこにいる女性職員

も、家庭内で分担してやるべきだというふ

うに意識が変わっていくということですね。

必ずしも夫婦一緒に足立区の職員というわ

けじゃないでしょうから。そういうことを

狙っていくという感じですか。 

（橋本人事課長） 

 おっしゃるとおりです。 

（内藤委員） 

 あと、何かちょっと今ニュースを探して

いたんですけれども、民間の会社で夫婦が

別の会社に勤めているときに、育児休業を

取得するときか、産休の前かですけれども、

他の会社にいる夫も一緒に呼び出して、面

談をして、この後どういう育児の計画、呼

出しですけれども、でも多分、インフォー

マルな自発的なものなんでしょうけれども、

そういうのをやっているというのを見たこ

とがあります。 

 どれぐらいの効果があるか分かりません

けれども、前回の話でも、ただ育休だけ取

らせてもねという話があったと思うので、

やはり実際に相手が取ってくれるとか、そ

ういったことでも、どういったことができ

るのかという具体的なお話をしたり、例え

ば妻の勤務先なんですけれども、こちらと

してはぜひ戻ってきてもらいたいというこ

とを夫に、配偶者に知らせる、この人の人

手が本当に必要なんですということを示す

場にもなりますし、重要な機会なのかなと

いうふうに思って、ただ、強制はできるこ

とではありませんけれども、直接的に分担

のところに訴えかけるには、そういう手も

あるのかなとちょっと思いました。 

 制度だけ取ってくださいという形で、そ

れが直接的に女性職員に向いてしまうと、

結局ジェンダーバランスは不均衡なままで、

女性は仕事も家事や育児、介護もというこ

とで進まざるを得ず、休業期間が長くなれ
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ば、それだけなかなかキャリアを築くのも、

管理職のままかもしれないんですけれども、

経験も積みづらいですし、あと、ほかの人

から見てどうなのかとかということも出て

くると思いますので、なるべく長い休養と

いう形ではなくて、育児、家事、介護等を

均衡化する形で一緒に働けたらいいでしょ

うね。 

 そういったところで、どれぐらいの人が

実際にそれを負担に感じているのかという

のは、他区との比較というのはあるんです

か。女性職員さんの感覚のところの違いと

いうか。 

（橋本人事課長） 

 他区ですか。 

（内藤委員） 

 そうです。 

（橋本人事課長） 

 ちょっと他区のそこまでのデータ自体は

持ち合わせていないんですが、ただ、一番

女性の管理職の割合が高かった区の管理職

とちょっと話をさせていただいたんですが、

実際には特段の意識はなくて、逆に言われ

て知ったというようなところで、むしろ何

か取組をして成果が出たというようなとこ

ろの認識は、その区の管理職、人事課長時

代はなかったのでというのが、すみません、

答えになっていないんですが。 

（内藤委員） 

 もうちょっと様々な要因を、職場の要因

を見ていく必要があるかもしれないですね。

あと、その自治体の風土といいますか、職

場の風土も関連してくるので、多分いろん

な要素を見ないとあれでしょうけれども。 

 分かりました。ありがとうございます。 

（橋本人事課長） 

 これとまた違う区なんですけれども、一

定の期間、それはトップの判断もあったと

思うんですが、意識的に増やした区もあっ

たというような話を聞いているんですが、

ただ、その区はなかなかそれでうまくいっ

ているところだけではなくて、逆に課題が

ある方も上がってしまって、うまく運営が

できなかった、マネジメントがうまくいか

なかったというような話も、別の区なんで

すけれども、話は聞いています。なかなか

やり方が難しい。 

（内藤委員） 

 それは長期的な育成プランが必要だとい

うことですかね。 

 男性のほうがげたを履かされているのか

もしれないですよね。今よくそういうふう

に言われていますけれども。 

 要するに家事も育児も介護もやらず、そ

の職場の評価だけで昇進させるということ

であるので、むしろそちらのげたを外すこ

とによって、担ってきている女性が昇進で

きるという、本来の形に戻るといいますか、

そういうことを言われていますよね。 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 ちなみに、男性で育児休業が本来必要な

はずなのに、拒否する方とかもいらっしゃ

る、私は取りませんとか、子どもが生まれ

ましたけれども、いや、取らないというこ

とは当然いらっしゃるんですね。 

（橋本人事課長） 

 そこまでは聞いてはいないですけれども、

逆に言うと、例えばその所属の中で、男性

でお子さんが生まれたときに、育児休業を

取りなよという働きかけは、そこまでない

のかなと。 

（石阪委員長） 

 あまり特に取りなよということはなく。 

（橋本人事課長） 

 そうですね。なので、逆に拒否している
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という話も、あくまで自主的なものなので、

女性に対しても同じですけれども。 

（石阪委員長） 

 結構民間企業では今もう義務化というと

ころまで議論があって、もうそういう状況

になったら、育休かどうかは別として、少

なくとも短時間勤務だったり育休だったり、

働き方を変えるという、ある意味では、プ

レッシャーが本来あってしかるべきかなと

思うんですけれども、それは特にないんで

すか。 

（橋本人事課長） 

 今はそうですね。そこまでの働きかけと

いうのは聞いてはいないです。 

（石阪委員長） 

 結構上の方がそういうことを言ってもい

いかなと私は思うんです。 

（橋本人事課長） 

 制度の案内はしています。 

（岩松財政課長） 

 なかなか取れない。忙しくて、その合間

を縫ってという時期を選びながら、私の職

場でも過去に１名いましたけれども、少し

仕事の落ち着いた時期に取ったりというこ

とで、回しながら取ったりということはし

ています。 

（石阪委員長） 

 よく日本では、制度はかなりしっかりし

ているけれども、実際その運用というのは

全くできていないというのが、この男女の

格差になってしまって、育児休業は特に開

いていますよね、男性、女性の取得格差が。 

（橋本人事課長） 

 全庁的な周知とか、取りましょうという

啓発はしても、それぞれの所属でというふ

うになったときに、なかなかやっぱり現実

は難しい。 

（石阪委員長） 

 実際運用面ではそれが、今は忙しいとか、

そういうのはありますよね。 

 あとは、１つ議論として出たのが、テレ

ワークをもっと役所として導入をして、働

き方を見直せば、いろいろ例えば育児、介

護の両立とかも可能になるんじゃないかと

いう意見もあったんですけれども、こちら

については、あまり進んでいないというお

話も一方で聞いているんですが。 

（橋本人事課長） 

 昨年４月、５月、６月頃というのが、新

型コロナがかなり急に増えてきた状況で、

緊急事態宣言も出たばかりというところで、

各ほかの自治体もそういう在宅勤務を進め

たんです。足立区も当然在宅勤務を進め、

出勤率50％を目標にということで、在宅勤

務を奨励しました。 

 結果としては、５月半ばに56％の出勤率、

逆に言うと44％が在宅勤務をしているとい

うところまでいったんですが、やっぱり終

わった後でアンケートを取ったところ、や

れている方、やれていない方が割とくっき

り分かれて、恐らくどこの職場かまで突き

止めてはいないんですが、答えの内容から

すると、窓口職場の方というのは、なかな

かやっぱり窓口職場ということもあって、

在宅勤務ができなかったという意見もあり

ました。 

 なので、今テレワークについては、政策

経営部の情報システム課のほうで実証実験

という形で、政策経営部と総務部のほうで

行ってはいるんですが、これを全庁的にや

っていくというのは、なかなか所属によっ

てできる、できないというところが出てく

るので、今すぐには難しいとはいえ、ＢＣ

Ｐの関係もあるので、やっていかないとい

けないことは間違いないんですが。 

（石阪委員長） 
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 ありがとうございます。 

 ほか、委員の皆さんからいかがでしょう

か。 

（内藤委員） 

 今テレワークの話を出していただいたの

は、そこに男女差が、やれる人、やれない

人のところに男女差、なぜかというと、正

規、非正規の差がそこにあると言われてい

るんですけれども、そういうのはないです

か。 

（橋本人事課長） 

 そのアンケートではそこまではちょっと

分からなかったです。基本的には常勤と会

計年度任用職員の方にアンケートを取って

いますけれども、そこまでの男女差という

のは、すみません、ちょっと把握はできて

いないです。 

（内藤委員） 

 そういう意味では、正規、非正規でも大

きな差は見られないですか。 

（橋本人事課長） 

 取り方が勤務しているかどうかで確認を

しているので、会計年度任用職員の方とい

うのは、そもそも勤務日が限られていると

いうところがあって、勤務していないとい

うふうに出てしまう可能性もあるので、数

字としては差はなかったんですが、もしか

すると、内情からすると、ももとも勤務し

ないといけないところを勤務していないと

いう方は、少なかった可能性はあると思う

んですけれども。 

（内藤委員） 

 母数を勤務日にしてみたら分からない。 

（橋本人事課長） 

 そうですね、そこまでちょっと把握がで

きる調査ではなかったので。 

（内藤委員） 

 非正規の方は女性が多いですか。 

（橋本人事課長） 

 会計年度任用職員の方は女性が多いです。 

（内藤委員） 

 分かりました。また分かったら教えてく

ださい。 

（石阪委員長） 

 あと一点伺いたいのは、ここにはないん

ですけれども、施策として、例えば女性管

理職を上げるというのは、どの程度上げよ

うと思っているのかというのは分かります

か。近藤区長から、何かそういった考えみ

たいなものを伺ったことはありますか。 

（橋本人事課長） 

 実際そういうことを口にする場面とかも

多くありまして。 

（石阪委員長） 

 下から２番目はかなりまずいと思うんで

すよね。 

（橋本人事課長） 

 問題意識は強く持っていると思います。

なので、今回、先ほど新しく受験した職員

が８名増えた、これは男女含めてなので、

女性だけではもちろんないんですけれども、

なので、その中には女性職員もいましたし、

実際区長も、誰に声をかけたかは私も存じ

上げないんですけれども、直接声をかけた

方もいるというような話は聞いています。 

 これは特定事業主の行動計画というのは、

どこの自治体もつくっているものですけれ

ども、足立区も目標値をその中では定めて

いて、足立区には30％の管理職の割合を確

保していくという目標は、区として持って

いるところでございます。 

（石阪委員長） 

 30％、かなり高いですけれども、なかな

か難しい。 

（橋本人事課長） 

 そうですね。なかなかこれは、本当であ
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ればもう、もっと数字を近づけないといけ

ないところなんですが、まだかなり乖離が

あるので。 

（石阪委員長） 

 今のお話だと、新採用はかなり女性の比

率が高いわけですよね、実質的には。 

（橋本人事課長） 

 新規採用者。 

（石阪委員長） 

 新規採用者。 

（橋本人事課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 だんだんと上に行くにしたがって減って

いく、割合が減っていくわけですか、そう

すると。 

（橋本人事課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 男女比でいうとということですね。だか

ら結局のところ、本来である新規採用が、

例えば30％、40％いれば、管理職になる比

率もそのままであるというのが普通の傾向

ですけれども、そこで何らかのバイアスが

かかっているということなんですね。 

（橋本人事課長） 

 そうですね。推測の域はありますけれど

も、確かにそういう可能性はあるかなと思

います。 

（石阪委員長） 

 今のお話だと介護とか、それから育児の

両立の問題が非常に大きい。 

 これは実際に岩松さんに伺いたいのは、

そういったご苦労はかなりありましたか。

あるいは周りを見ていて、そういう苦労さ

れているとか、そういう話は実際に。 

（岩松財政課長） 

 以前は恐らく女性管理職というのは、お

子さんがいらっしゃらないとか、もう成長

してしまっているとか、そういった方が多

かったのかもしれないですが、今はそうで

はなくて、皆、子育てをしながらという、

本当に自分の周りにいる人が管理職になっ

ているというような状況だと思うんですね。 

 私はいろいろな工夫をして、それを乗り

切ってきましたし、家族の協力もありまし

たので、先ほどもお話に出ましたが、座談

会の中では、こんな工夫で乗り切りました

というお話を皆さんに、決して特別なこと

をしているわけじゃないんですよ、これは

別に管理職にならなくても、仕事をずっと

続けていく上で、皆さんにお役に立つ情報

だと思うので、そういったことを発信して

はいっています。 

 例えば、遅くなりそうな日は朝のうちに

ご飯を用意して作っていって、もう温める

だけにしていくとか、生協のものを使うと

か、いろんな工夫はあると思うんです。そ

んなことをお伝えしていければなというふ

うに思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ちょっと次の質問に移りたい

と思いますが、こちらからは、今度は教育

指導課長さんにお越しいたただきましたの

で、伺ってみたいと思うんですが、これま

での議論の中で学校、それから、特に子ど

もたちとか保護者に対して、男女共同参画

の分野のどのような教育や取組が行われて

いるのか、ぜひ伺いたいということで、今

日はご協力いただくということでお越しい

ただきましたが、いかがでしょうか。 

 こちらについて実際、何かされているこ

とがあれば教えていただきたいんですけれ

ども。 

（阿久津統括指導主事） 
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 まず、本日、教育指導課長なんですが、

公務のため、代理で教育指導課統括指導主

事の阿久津が出席させていただいておりま

す。 

（中村指導主事） 

 指導主事の中村と申します。よろしくお

願いいたします。 

（阿久津統括指導主事） 

 お願いいたします。 

 男女共同参画についてなんですが、学校

の教育の中では、学習指導要領にも書かれ

ています。中学校の実は特別活動の中に学

級活動というところがありまして、そこに

こう書いてあります。 

 学級活動の内容の（２）に、「日常の生

活や学習への適応と自己の成長及び健康安

全」ということのイの部分に、「男女相互

の理解と協力」という文言がありまして、

そこには「男女相互について理解するとと

もに、共に協力し尊重し合い、充実した生

活づくりに参画すること」とあります。 

 つまり、ここを目指して、学校の中では

男女隔てなく生活しているというところで

す。 

 また、今、技術家庭科の家庭分野の中で

は、男女隔たりなく家庭での役割分担も教

育していくということで、男女共同参画の

意識については、学校現場ではこの学習指

導要領に基づいて行っているというところ

です。 

 また、文部科学省、国からこのような啓

発資料も送られてきておりまして、特別の

教科道徳の中で活用することも考えられま

す。 

 これは「しょう太くんとあやちゃん ど

うしたらいいかな？」というもので、簡単

に言うと、女の子だから人形が好きという

わけではないんだよ、実はあやちゃんとい

う子はラジコンが好きで、それを持ってき

て一緒に遊ぶという内容になっていて、こ

れは小学校１年生向けです。小学校１年生

の段階からこういうような話を基にして教

育しています。 

 あと、中学校になりますと、もうちょっ

と深く入っていて、このような形で、中学

校向けのプログラムがあります。ワークシ

ートも用意されていて、ここに記入しなが

ら学習しています。 

 こういうものを活用して、男女ともに協

力して、よりよい社会をつくっていくとい

う流れになっております。 

 そして、今、もう新学習指導要領になっ

て、中学校は今年度から、小学校は前年度

から活用されていますが、この学習指導要

領の一つには、社会に開かれた教育という

のもあります。 

 というところで、男女隔たりなく、より

よい社会をつくっていくために、一人一人

がどんなことをしていけばいいのかという

ことを目指しておりますので、学校教育の

場では、そのような形で行っております。 

（石阪委員長） 

 まず、児童生徒についての試みですけれ

ども、これは先ほど小学校１年生のものと、

それから、これは大体授業の中でいうと、

どの科目の中で。 

（阿久津統括指導主事） 

 道徳の中で行われることが多いです。 

（石阪委員長） 

 それで、そちらの中学校のほうは、こち

らも道徳ですか。保健体育なのかな。何で

しょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 中学校のほうは、特別活動の中でこうい

うものを使ってやっていくということが多

いです。あとは道徳の時間も考えられます。 
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（石阪委員長） 

 これは各学校ごとにそれぞれやっぱり教

え方、カリキュラムをつくって進めていく

というやり方なんですね。一応それは、ど

ちらかというと、全てにそれをお渡しして、

どう教えるかというのは、それぞれの学校

に、むしろ現場のほうに任せているという、

そういう感じでしょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 そうです。 

 東京都教育委員会のほうでは人権教育プ

ログラムというのを作成しておりまして、

その中に人権課題が16個ありまして、その

個別の人権課題について、こういう授業も

考えられるということで、特に女性ですと

か、先ほどありました性的指向、性自認に

ついても、こういう学習計画というのがあ

りますよというようなものもあります。 

（石阪委員長） 

 それは教員向けということですか。 

（阿久津統括指導主事） 

 教員向けです。それを基に教員は授業を

していくということになります。 

（石阪委員長） 

 ちなみに教員向けの、例えば今そういう

テキストがあるということですけれども、

研修とか、新しいことがどんどん今出てき

ているような状況ですので、そういった勉

強や研修というのは、実際行っているんで

しょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 足立区、我々教育指導課のほうでは、こ

れまでも人権教育研修というものを企画し

ております。 

（石阪委員長） 

 先生向けの研修ですね。 

（阿久津統括指導主事） 

 教員向けのです。そこで教員に対して行

っております。 

 また、今年度は中堅教育研修と初任者研

修。中堅教育研修というのは、教職経験11

年目の者を対象にしていくんですが、そこ

で男女共同参画や多様性のことなどを研修

していきます。 

（石阪委員長） 

 それは外部から講師を呼んでお話しいた

だく感じですね。 

（阿久津統括指導主事） 

 そうです。多くは外部から講師を呼んで、

また、総務部から出たＬＧＢＴガイドライ

ンを基に今、皆様のお手元に配付させてい

ただいたこちら、性の多様性に関する困り

事対応マニュアル（案）というものも作成

中でして、教職員が多様性について、多様

性とはこういうものですよ、こんなときに

こう対応したらどうですかということで、

マニュアルを今つくっているところでもあ

ります。 

（石阪委員長） 

 こちらの資料については、まだ外部に出

ていないということですので、一応今日は

回収資料とさせていただきます。ここで見

ていただいて回収と。 

 もし何かお気づきの点や、例えばこうい

うふうに表現を変えたほうがいいんじゃな

いかとか、分かりにくいとかということが

あったら、もしこの会議の場でご発言いた

だければと思います。非常に画期的な取組

だと思います。先生向けの教え方のマニュ

アルということになっています。 

 今、性の多様性に関する問題、非常に問

題が多岐にわたっていて、非常に分かりに

くいということもあるので、それを整理い

ただくということと、それをどうやって子

どもたちに対して指導していくのか、ある

いは実際の日常生活の場でどうやって接す
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るのか、こういったことが書いてある、ま

とめてあるものなんですが、これは足立区

でつくられたということですね、ほかの区

ではなくて。 

（阿久津統括指導主事） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 ということになります。 

 あと、最後に伺いたいのは、例えばです

が、保護者とか親御さんに対して、何かこ

ういった問題について研修をする機会はあ

るのか、研修とは言わないな、講演とか、

あるいは配布物、リーフレットとか、そう

いうものがあるのかどうかということを、

ちょっと伺いたかったんですが。 

（阿久津統括指導主事） 

 それについても各学校のホームページに、

その授業の取組をアップしていただいたり。 

（石阪委員長） 

 ちなみに、親御さんに対して、そういう

何か講演をしたりする機会というのはなか

なかないんですか、各学校で実際聞いても

らうとか。 

（阿久津統括指導主事） 

 道徳授業地区公開講座というのを実施し

て、そういうところで、各学校それぞれテ

ーマも変わってくるんですが、そういう機

会はあります。 

（石阪委員長） 

 何を選ぶかは、ちょっと各学校によって

ということですね、そうすると。 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか、皆さんからもしご質

問があればですけれども。 

（片野副委員長） 

 実際にいろいろプログラムはあると思う

んですが、実際にどのぐらいの学校が実施

したのかということは、エビデンスは取ら

れていらっしゃるんでしょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 実際どれぐらいの学校が実施したか。 

（片野副委員長） 

 例えば人権教室みたいなことをやってい

ると思うんですけれども、実際全部の学校

がやっているのか、100％の学校がやってい

るのか、それとも、受けた教職員、人権の

研修のようなものを受けた教職員は、何人

中何人いたのかとか、そういうどのぐらい

の浸透率というか。 

（阿久津統括指導主事） 

 まず、人権教育研修についてなんですが、

これについては各校１名以上ということで、

毎年変わってくると思うんですが、今、足

立区には小中合わせて104校あるので、104

名がその研修を受けるということにはなり

ます。 

（片野副委員長） 

 実際、受けている。 

（阿久津統括指導主事） 

 はい。受けて、それを学校に持ち帰り、

学校内で研修を受けます。 

（石阪委員長） 

 共有をするということですね、皆さんで。 

（阿久津統括指導主事） 

 そうですね。共有するということになっ

ています。 

（石阪委員長） 

 これはちなみに、あと、研修の中身なん

ですけれども、恐らく人権に関わる研修と

いうと、いろんな分野が多分あると思うん

ですが、例えばこの男女共同参画に関する

ことというのは、やっぱりなかなか年に１

回というのは厳しいような状況ですか。こ

のあたりはいかがでしょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 今、足立区の人権教育研修の中では、多



33 

様性の性指向、性自認と人権ということで、

ここ数年、平成29年度からは校長、副校長、

主幹教諭、あと教諭を対象に、毎年同じこ

とをテーマにして研修は進めております。 

（石阪委員長） 

 分かりました。 

 また何年かたつと、今度は違うテーマに

移っていく。 

（阿久津統括指導主事） 

 今のところ、このマニュアルも作成して

いるので、これを基に、これから我々は性

の多様性に関することということで、研修

を進めていきたいと考えています。 

（片野副委員長） 

 男女共同参画に対してなんですけれども、

男女混合名簿になっていて、例えばそうい

う教員向けに、こういうことを意図的に、

男女共同参画には子どもたちが自然と学べ

るように、こういうふうにしなさいみたい

な指示みたいなものが出ているんでしょう

か。 

（阿久津統括指導主事） 

 今、全ての学校で男女混合名簿を利用し

ています。今年度、足立区においては、全

ての学校で男女混合名簿を活用することと

いうことでしております。 

 全都的に見ると、私も元教員だったので、

ほかの地区では、もう男女混合名簿が当た

り前というところが多いですが、足立区に

ついては、今年度からはもう男女混合名簿

を活用するようにということを言っており

ます。 

 ただ、場合によっては、健康診断のとき

ですとか、必要に応じては男女分けてやら

なくてはいけない場面も出てくるので、男

女別の名簿も活用したりというところもあ

ります。 

（片野副委員長） 

 先ほど管理職になられるときに、私なん

かというふうに思われる中の一因として、

小さいときからそういうリーダーを経験す

ることがないからという指摘が、教育のほ

うではあるんですけれども、例えば卒業生

を卒業の代表として話すときに、必ず男女

を入れなさいとか、そういうような具体的

な指示のようなものは出ているんでしょう

か。 

（阿久津統括指導主事） 

 具体的な指示は、正直なところないです

が、聞く話によると、女性の生徒会長です

とか、女子の児童会会長ですとか、委員会

活動においても女子生徒、女子児童が活躍

ということは、多くの学校から聞いており

ます。 

（片野副委員長） 

 そういうのは調査というか、しないんで

しょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 今のところ、申し訳ございません、エビ

デンスは取っていないんですが、今後、校

長会とも協議して進めていければなとは思

います。 

（片野副委員長） 

 目標の数値はやっぱりあったほうが、み

んなが目にする機会があれば、やっぱり女

の子でもこういうふうにできるんだという

ふうに気持ちが、リーダーになれない、私

なんかリーダーになってもというのは、ち

ょっと少し減っていくかなと思うんですね。

やっぱり小さいときからそういう経験をし

ていると。 

 だから、ぜひそういう、実際どうなのか

ということを、具体的な数値として出して

いただけると多分、私たちもすごく納得し

やすいかなと思います。 

（阿久津統括指導主事） 
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 先ほどもお伝えしたように、学校という

場で男の子だから、女の子だからというわ

けではなく、女の子でも男の子でも、やっ

ぱりリーダーの素質というか、よく学校の

場では、じゃ、リーダーはどういう人だろ

うねということから学級をつくり始めてい

て、じゃ、そういうリーダーにふさわしい

人はということで、女の子だから、男の子

だからというようなことではなく、リーダ

ーにふさわしいと思えば、その子の特性と

いうか、そういうのを見極めながら、やり

たいという子に関しては、女の子、男の子

でも関係なくやっていただくという。 

（石阪委員長） 

 分け隔てなくということですね。 

 どうぞ。 

（内藤委員） 

 さっき女性課長さんのお話とも通じるん

ですけれども、やっぱりリーダーとはどう

いうものかといったときに、無意識にバイ

アスが入るんですよ、そこに。男性が今ま

で体現化してきたリーダー像が、みんなの

中にあって、子どもにとっても、家庭の中

やＰＴＡの中とか地域とか、そういったと

ころでリーダーが男性が多いと、それがリ

ーダーだという頭があって、今度、じゃ、

どういう人がリーダーとしていいかといっ

たときに、どうしてもそういうキャラクタ

ーが入り込むんですね。 

 ですから、フラットに能力がある、リー

ダーとしてふさわしい人というと、フェア

なように見えて、そうではないということ

は、もういろんな場面で、これは労働でも

そうですけれども、現れてきている。 

 だから、国会議員でも何でもパリテとい

うことが出てきて、平等にちゃんと機会を

与えていく、今まで機会を与えられていな

いわけなので、やっぱりちょっと統計がど

うなっているかというのを見ていくという

のは、片野さんのおっしゃっているとおり

です。 

 国連もジェンダー統計というのをいろん

な場面で取るということを言っていて、た

しか教育においても、そうだ、私はちょっ

と労働分野なので、労働はよく見ています

けれども、教育のあらゆる分野でどういう

統計になっているか、男女がというのは見

るようにというふうに言っていると思いま

す。 

 ですから、それを見た上で、小学校に関

しては、生徒会長は女子が多かったという

なら、それは安心ですけれども、じゃ、Ｐ

ＴＡ会長はどうだとか、自治会も学校に絡

みますけれども、そこはどうだとかという

ことが反映しますので、子どもの教育に。

そういうのも併せて見られるようにするの

がいいんじゃないかなというふうに思いま

した。 

（石阪委員長） 

 あと一点ちょっと伺いたかったのは、校

長先生、副校長先生は、男女比率でいうと、

圧倒的に男性がやっぱり多いんでしょうか。

どうなんでしょうか、実際小学校、中学校

は。 

（阿久津統括指導主事） 

 小学校、中学校、男性のほうが多いです。 

（石阪委員長） 

 たしか行政職よりも、なかなか学校のほ

うが女性が校長になりにくいという話も聞

いたりもするんですが、このあたり、やっ

ぱり希望する人が少ないのか、それとも、

そもそも希望すらもしないような状況なの

か、このあたり、現場としてはどういう感

覚なんでしょうか。女性の先生がなかなか

校長先生や副校長先生にならないという。 

（阿久津統括指導主事） 
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 ならないという現状はあるかもしれない

ですが。 

（石阪委員長） 

 そもそも手を挙げないという感じなんで

しょうか。 

（阿久津統括指導主事） 

 手を挙げる方もいます。 

（石阪委員長） 

 割合として見ると。 

（阿久津統括指導主事） 

 そうですね。割合として、確かに女性の

ほうが少ないです。 

（石阪委員長） 

 昔に比べると、その辺は改善、ある意味

では平等に近づいている。 

（阿久津統括指導主事） 

 昔に比べれば。私は以前、他の市で副校

長だったんですが、そのときの校長先生は

女性の校長先生でした。ただ、市内に18の

小学校があって、そのうち女性は１人でし

た。 

（石阪委員長） 

 女性校長は１人。 

（阿久津統括指導主事） 

 副校長は18のうち５名ほど。 

（石阪委員長） 

 複数いますよね、でも副校長は、大きい

学校なんかは。 

（阿久津統括指導主事） 

 副校長は複数はいますが、大体１校に１

人という。 

（石阪委員長） 

 恐らく割合でいうと、かなり行政職より

も、少ないと思うんですよ。 

 このあたりも、どうなんでしょうか、学

校の先生の今度働く場所として、かなりそ

の辺、差が出てしまうというのは、一つ大

きな問題だと思うんですが。 

（阿久津統括指導主事） 

 教員の数でいうと、女性のほうが多いで

す。 

（石阪委員長） 

 ですよね。管理職になると減ってしまう

わけですよね。 

（阿久津統括指導主事） 

 管理職になると、なかなか。 

（石阪委員長） 

 そこの例えば上がっていくプロセス、主

幹になって副校長になってという、そこの

プロセスでだんだん女性が減っていくとい

うところは、何か分析をされたことはあり

ますか、なかなか女性が副校長や校長にな

らないという。 

（阿久津統括指導主事） 

 教育指導課では、その辺の分析はないん

ですが、東京都教育委員会のほうで教員に

ついては採用になってくるので、その辺の

ことについては。 

（石阪委員長） 

 やっぱり東京都のほうなわけですね。 

（阿久津統括指導主事） 

 はい。我々教員については、東京都教育

委員会の採用になります。その働き方等に

関しては、やはり東京都教育委員会のほう

からも、女性の管理職を増やすという目安

はあります。 

（石阪委員長） 

 私が危惧しているのは、私は今、大学に

勤めているんですけれども、教育学部の学

生が、今なかなか学校の先生になりたくな

いという人が増えていることです。これは

もう本当に残念なことで、教育学部に入っ

たにもかかわらず、民間に行くという流れ

ができつつあります。 

 何でかを聞くと、やっぱり待遇であった

りとか、それから働く、労働時間も含めて
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ですけれども、かなり厳しいという話も、

学生でもそういう情報を仕入れると、ちょ

っとちゅうちょするんです、学校の先生に

なることに対して。 

 本当に子どもが好きであるとか、使命感

があって学校の先生になるんだったらいい

んですが、やっぱり給与とか待遇、あるい

は女性が昇進していくような仕組みという

のが、ひょっとするとしづらいとすると、

この辺が一つ学生にとっては大きな懸念材

料なのかなと思ったりもするので、その辺

の働き方の改善というか、待遇の改善みた

いなことというのはされているんでしょう

か、その努力ですね。 

（阿久津統括指導主事） 

 そうですね。先ほどあったように、育児

休暇であるとか。 

（石阪委員長） 

 クラブ活動でも、ずっと土日出ていった

りとか、あと、放課後もずっと残っていろ

いろされていたりする先生も多いので。 

（阿久津統括指導主事） 

 今、やっぱり働き方改革というところで

は、部活動に関しては、複数の顧問を置い

たりというところで、例えば大会なんかに

なると、土日両方出なくてはいけないとい

う場合には、「ごめんなさい、今日はＡ先

生が行ってください、今日は私が行きます」

というような形で分担してということが。 

（石阪委員長） 

 それぞれ学校の中で工夫をされていると

いうことですね。 

 そのあたり、一つ働き方の何か大きなあ

れで。 

（内藤委員） 

 それが子どもに。 

（石阪委員長） 

 そう。だから今言ったのが。 

（内藤委員） 

 子どものロールモデルになるかとどうか

というのが、すごく直結していると思うん

ですよ。足立区の区の職場もそうですけれ

ども、特に教育委員会は、子どもたちへの

影響が大きいのかなというのを、この委員

会では、やっぱり子どもからのことが大切

じゃないかということに至ったんですよ。 

（佐藤委員） 

 今の内藤さんのお話を聞いて思ったんで

すけれども、やっぱり女性の国会議員が少

ないというものの根本に、子どもの頃から

リーダー経験がないじゃいけないと思って

いて、やっぱり市役所の中でも、女性がど

んどんこれから活躍していく土俵をつくる

ためには、考えると、やっぱりそのロール

モデルというのが絶対必要になってくると

思うんですね。 

 日本には、もう既にサッカーの澤さんと

か、フィギュアの浅田さんとか、いろんな

女性のロールモデルがたくさん出ています

から、そういう成功事例をどんどん吸収し

ながら、子どもの時期からロールモデルを

つくってほしいなと思いました。 

（石阪委員長） 

 ほか、委員の皆さん、いかがでしょうか。 

 教育だけではなくて、区の中のことでも

いいですが、いかがですか。大丈夫ですか。 

 それでは、ちょっと時間が今４時になり

ましたので、一応我々からのヒアリングと

いうのは終了させていただきたいと思いま

す。 

 今の話をまとめると、なかなか女性が管

理職として定着し、それが循環として回っ

ていくという、正の循環として回っていく

というのが、なかなか見られない。 

 特に足立区の場合は、先ほど管理職比率

が下から２番目ということもありましたし、
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学校の現場では、校長先生や副校長先生、

依然として男性の比率が多いということも

あります。働きやすさ、あるいは管理職と

して女性が定着するような仕組みづくりに

つなげていくのかが、課題になりますので、

また委員会として、改めて区長のほうに提

言してまいりたいと思います。 

 本日はお忙しい中、本当にどうもありが

とうございました。 

 それでは、ヒアリングについては、これ

で終了ということにさせていただきます。 

 それでは、次回になるわけですけれども、

次回の連絡を、じゃ、事務局のほうから。 

 

３ 事務連絡 

  （１）次回開催 10月25日（月曜日） 

午後１時半～３時半 第３・４ 

学習室 

（明石係長） 

 では、事務局のほうから何点か連絡をい

たします。 

 次回は、10月25日月曜日に開催予定です

が、時間が30分前倒しさせていただきたい

と思います。場所は第３・４学習室で、午

後１時半から３時半までの２時間という形

で、第４回目を開催いたします。 

 また開催通知は事務局のほうから送らせ

ていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 あと、本日の議事録ですが、委員の皆様

にデータでお送りいたしますので、ご修正

のほどよろしくお願いします。 

 第２回の議事録に関しては、10月上旬を

めどにホームページ上で公開させていただ

きますので、ご確認のほどよろしくお願い

します。 

 最後に、口座の振替の依頼書ですが、後

ほど事務局で回収いたしますので、自席の

上に置いて帰っていただいて結構ですので、

よろしくお願いいたします。 

 最後に事務局からチラシをお配りします

ので、それをお配りして、本日は終了とな

ります。よろしくお願いいたします。 

  （２）その他 

（三堀係長） 

 お配りするチラシは、来月17日に足立レ

インボー映画祭、これは第２回目というこ

とになります。 

 実行委員会形式で開催され、足立区は後

援という形になっております。 

 映画を３本、長丁場にはなります。その

間にトークショーが３本あります。非常に

練られたトークテーマになっていますので、

ぜひお時間がございましたら、ご参加をお

願いしたいと思います。 

 ＱＲコードから入っていただき、事前に

予約が必要になります。映画ごとに例えば

１本目と３本目を見たいとか、２本目だけ

見たいとかという、そういう形での参加が

可能になっていますので、ぜひご参加をい

ただければと思い、ご案内させていただき

ます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料、これは回収資料になり

ますので、テーブルの上に置いておいてい

ただきたいと思います。 

 あと、委員の皆さんから何かありますで

しょうか。 

（内藤委員） 

 次回なんですけれども、今日の２点につ

いて話し合っていくということですか。 

（石阪委員長） 

 そういうことです。 

（内藤委員） 
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 ＬＧＢＴの方々の話は、今日は当事者か

ら聞けたんですけれども、区がこれまで取

ってきているＬＧＢＴの取組については。 

（松本課長） 

 お時間が今日押しそうだったので、ちょ

っと次回の冒頭にでもお話しさせていただ

こうかと思いますので。 

（内藤委員） 

 そうですよね。多分それを踏まえて、こ

れが足りないんじゃないかみたいに言える

といいかなと思いました。 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 それでは、以上で本日の会議は終了させ

ていただきます。 

 次回が１時半からということになります

ので、よろしくお願いいたします。 

 


